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第３１回あわら市議会定例会議事日程 

 

第 １ 日 

平成２０年６月６日（金） 

午前９時３０分 開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第４９号 専決処分の承認を求めることについて 

（あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第 ４ 議案第５０号 専決処分の承認を求めることについて 

             （あわら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について） 

日程第 ５ 議案第５１号 専決処分の承認を求めることについて 

             （平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算 

（第１号）） 

日程第 ６ 議案第５２号 平成１９年度あわら市一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について 

日程第 ７ 議案第５３号 平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について 

日程第 ８ 議案第５４号 平成１９年度あわら市公共下水道事業会計予算繰越計算

書の報告について 

日程第 ９ 議案第５５号 平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議案第５６号 平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１１ 議案第５７号 平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１２ 議案第５８号 平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号） 

日程第１３ 議案第５９号 平成２０年度あわら市公共下水道事業会計補正予算 

（第１号） 

日程第１４ 議案第６０号 平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 
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日程第１５ 議案第６１号 あわら市手数料条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第１６ 議案第６２号 あわら市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 議案第６３号 あわら市監査委員の選任について 

日程第１８ 請願第 ３号 後期高齢者医療制度に関する請願 

日程第１９ 陳情第 １号 有害野鳥対策に関する要請 

日程第２０ 陳情第 ２号 猪害対策に関する要請 

日程第２１ 陳情第 ３号 稲カメムシ防除等害虫絶滅に関する要請 

日程第２２ 陳情第 ４号 農業用ビニール等の廃棄物処理に関する要請 

日程第２３ 陳情第 ５号 園芸・畜産の活性化と振興に関する要請 

日程第２４ あわら市選挙管理委員会委員の選挙 

日程第２５ あわら市選挙管理委員会委員補充員の選挙 

 

（散  会） 
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出席議員（２１名） 

１番 八 木 秀 雄     ２番 笹 原 幸 信 

３番 大 下 重 一     ４番 山 川 知一郎 

５番 山 口 峰 雄     ６番 北 島   登 

７番 関 山 博 夫     ８番 向 山 信 博 

９番 坪 田 正 武    １０番 篠 﨑   巖 

１１番 石 田 則 一    １２番 丸 谷 浩 二 

１３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

１５番 宮 崎   修    １６番 穴 田 満 雄 

１７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

１９番 見 澤 孝 保    ２０番 東 川 継 央 

２２番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 

 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

 市    長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長        寺 井 靖 高    総 務 部 長  神 尾 秋 雄 

 財 政 部 長  長谷川 賢 治    市民福祉部長  川 島 清 一 

 経済産業部長  坪 田 清 孝    土 木 部 長  山 口 志代治 

教 育 部 長  出 店   学    会 計管理者  山 口 博 行 

市民福祉部理事  長谷川 忠 典    市民福祉部理事  摩 垣 浄 心 

芦原温泉上水道財産区管理者  竹 内 正 文    土 木部理事  田 中 房 一 

 

 

 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長        圓 道 信 雄    事務局長補佐  中 林 敬 雄 

 書    記  中 辻 雅 浩 
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◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただ今から、第３１回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 33 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第３１回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

６月に入り、黄金色の首を垂れていた大麦の刈り取りもほぼ終わり、初夏の訪れ

を感じる季節となりました。議員各位には、何かとご多忙中にもかかわらず本定例

会にご参集をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

   さて、先月２日にミャンマーを襲ったサイクロンや、１２日に発生した中国の四

川大地震では、日を追って明らかになる被害の甚大さに、大自然の力を前にした人

間の無力さを改めて痛感いたしております。すでに、発生からほぼ 1ヵ月が経とう

としておりますが、今後予測される２次災害、３次災害が何とか最小限で食い止め

られることを切望するとともに、災害の犠牲となられた皆様のご冥福と、被災地の

一日も早い復興をお祈りする次第であります。 

   あわら市でも、こうした自然災害に備え、災害発生時における初動体制を整備す

るため、市内の自治会等と協力して、定期的に防災訓練や水防訓練を行っていると

ころです。 

あさって８日には、浜坂地区において、大雨の影響による急傾斜地の崩壊や土砂

災害を想定した防災訓練を実施いたします。今回の訓練では、国、県、市、防災関

係機関及び地域住民が一体となって、情報伝達訓練や災害時要援護者を主体とした

住民の避難訓練及び消防団等による避難支援訓練を行うことにより、土砂災害に対

する警戒避難体制の強化と防災意識の高揚を図ることを目的としております。 

 ところで、四川大地震で学校の校舎倒壊による児童の犠牲が相次いだことを受け、

全国の公立小中学校施設の耐震化事業を促進させるため、国庫補助率を引き上げる

地震防災対策特別措置法改正案が今国会において成立する見込みであります。 

内容といたしましては、大規模地震で倒壊する危険性の高い公立小中学校施設の

工事費国庫補助率を、耐震補強は現行の２分の１から３分の２に、改築は３分の１

から２分の１に引き上げ、地方には耐震診断の実施と診断結果の公表を義務付ける

というものであります。 

   本市におきましては、小学校の耐震補強や改修工事を計画的に進めているところ

であり、懸案になっている芦原中学校につきましても、耐震診断の速報値が報告さ

れたところであります。最終的な判定結果を待つ必要はありますが、今後、同中学
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校の整備方針等について議会と協議し、一日も早く児童・生徒が安全で安心な学校

生活を送れるよう努めて参りたいと考えておりますので、議員各位のご協力をよろ

しくお願い申し上げます。 

   さて、今月１４日から２２日までの日程で、第２３回目の「あわら北潟湖畔花菖

蒲まつり」が開催されます。 

   季節の風物詩として、毎年、大変多くのお客様にご来場いただき、好評を得てい

るところでありますが、今回も万全の体制でお迎えできるものと考えておりますの

で、議員各位におかれましてもぜひお運びいただきますようよろしくお願いをいた

します。 

ご案内のとおり、本定例会の提出議案といたしましては、専決処分に関するもの

３議案、繰越明許に関するもの３議案、補正予算に関するもの６議案、条例の改正

に関するもの２議案、人事に関するもの１議案の計１５議案の審議をお願いするも

のであります。 

各議案の内容、提案の主旨につきましては、後ほどご説明申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまして、

招集のご挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

  ◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長。 

○局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 

平成２０年２月２９日招集の第２９回定例会において、議決されました議案につ

きましては、２月２９日付け及び３月２４日付けで、４月２０日招集の第３０回臨

時会において、議決されました議案につきましては、４月２１日付けで、それぞれ

市長宛に会議結果の報告を行っております。 

今定例会までに受理いたしました請願につきましては、お手元に配布してありま

す請願文書表のとおり５月２２日に１件を受理いたしております。 

又、陳情につきましては、お手元に配付してあります陳情文書表のとおりであり

ます。 
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   次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案１５件、選挙２件であります。 

本定例会の説明出席者は、市長以下１２名であります。 

 以上でございます。 

 

◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長（橋本達也君） 

各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、総務部関係でございますが、政策課所管では、既に先の定例記者会見や広

報あわら５月号でもお知らせしたように、私の選挙公約のひとつである「市民感覚

で透明な行政運営」の実現に向けて、今年度初めて、各部ごとの重点目標を定めま

した。 

この重点目標は、各部長に対し、それぞれの部における事務事業の洗い出しを通

じてその抽出を命じたもので、あわら市にとって重要かつ喫緊に取り組まなければ

ならない課題ばかりです。各部ごとの詳しい内容については、ここでは省略させて

いただきますが、この重点目標は、市長としてその実現を市民の皆さんにお約束す

るものですから、各部長には、責任を持って取り組んでもらうこととしています。 

また、重点目標の中には、具体的な数値目標を伴うものもございます。これらの

進捗状況につきましても、随時ご報告して参りたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

次に、市民福祉部関係でございますが、市民生活課所管では、平成１９年度のコ

ミュニティバス運行実績について、ご報告いたします。 

コミュニティバスの年間利用者数は、４４,２０４人で前年度と比較しますと、

２,２６４人の増、率にして５.４％増となり、一便当り３.８人の利用となってい

ます。 

路線別実績につきましては、坪江北部・細呂木東部方面の北ルート１号線は、７,

９８７人で、前年度比１,６９３人の増、率にして２６.９％増となっています。 

細呂木・吉崎方面の北ルート２号線は、１７,１４９人で、前年度比１,２８６人

の減、率にして７.０％減となっていますが、これは、６５歳以上の利用が減少し

たためであります。 

浜坂・富津など北潟方面の北ルート３号線は昨年７月に一部路線の延長を行った

路線ですが、５,５１３人で、前年度比８６６人の増、率にして１８.６％増となっ

ています。 

観光ルートの北ルート４号線は、２,９６３人で、前年度比７９人の増、率にし

て２.７％増となっています。 

伊井・坪江・剱岳方面の南ルート１号線は、８,９４０人で、前年度比６４２人
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の増、率にして７.７％の増となっています。 

北ルート３号線同様、昨年７月に路線等の一部変更を行った新郷・本荘方面の南ル

ート２号線は、１,６５２人で、前年度比２７０人の増、率にして１９.５％増となっ

ています。 

次に、あわら市と坂井市を結ぶ広域生活バス路線として、京福バス（株）が運行し

ている芦原温泉線２路線、本荘線、長屋線の計４路線については、県補助金の廃止対

象路線になっています。 

これらの路線は、交通弱者の足として、また小・中学生や高校生の通学手段として

利用されている路線となっています。 

このことから、この４路線の取扱いについては、坂井市やその他関係機関との協議

を重ねるほか、これまでの実績や地域住民の要望、市のコミュニティバス路線との調

整など、市地域公共交通会議で十分検討し、地域住民のニーズに即した運行となるよ

う努力して参りたいと考えております。 

次に、健康長寿課所管ですが、昨年１０月着工以来、鋭意進めてまいりました金津

雲雀ヶ丘寮の工事も、３月末に完成し、議員各位並びに関係者のご臨席をいただき、

４月２２日に竣工式を挙行いたしました。 

  この度、増築しました特別養護老人ホームにつきましては、４０名分の増床で、全

室個室とし、きめ細やかなユニットケアを実践するものであります。また、ショート

ステイも今回１２名分を増床し、「自宅でない在宅介護」を目指すものです。 

  今後も職員全員が力を合わせ、従来の介護サービスに加え、増床施設の安定かつ充

実した運営の確立に努力してまいる所存でございますので、議員各位のご理解とご協

力をお願いいたします。 

 最後に、教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、３

月９日から３月１６日まで「ガラス工房講座生展・スタッフ作品展、第８回グラス・

ワークス２００８、再発見ガラスの魅力」を、また、３月２０日から３月３０日まで

「第９回金津創作の森 陶芸教室作品展、板いろいろ」を、それぞれミュージアム－

１にて開催いたしました。 

受講生やスタッフの作品を、展覧会としてお客様に観覧していただける展示を目指

しました。 

また、４月１９日から５月２５日までは「開館１０周年記念 第５回森の作家展、

１０・転・展（てん・てん・てん）、あわら市の作家達と」を開催いたしております。 

本年は金津創作の森開館１０周年の年にあたり、開催する全ての企画展に「開館１

０周年」と冠することとし、その最初の展覧会となりました。 

これまで本展は、入居作家の作品展として隔年での開催をしてきましたが、今回は

あわら市在住の作家も交えて総勢１８人の近作、新作約７０点を展示し、初日の交流

会で出展作家相互の交流を図りました。 

また、出展作家による作品解説等を実施した結果、入場者数は３,０８９人となり、

市民の皆様の地元作家に対する関心の高さが伺えたところであります。 
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５月１０日、１１日は、春恒例の第８回「森のアートフェスタ」を水辺の広場で

開催いたしました。 

新緑の森を舞台に、アート性の高い手作り工芸品を作る作家を審査で選定したほ

か、地元福井の作家育成枠を設け、合計１４２店が出店いたしました。 

併せて食のマーケット１６店も出店し、大人から子供まで楽しめる、親しみやす

い企画といたしました。 

両日はシャトルバスを運行するなどした結果、１３,５５９人の大変多くのお客

様にご来場いただきました。 

なお、金津創作の森が平成１１年にグランド・オープンして以来、市民の皆様を

はじめ、国内外の皆様のご支援によりまして、５月２３日、来館者が１００万人に

達しましたのであわせてご報告申し上げます。 

次に、スポーツ課所管では、去る５月１８日に第５回あわら市トリムマラソン大

会を開催いたしましたところ、東川議長をはじめ議員各位には開会式にご出席いた

だき心からお礼申し上げます。 

当日は天候に恵まれ、参加者の皆様にも気持ちよく走っていただけたものと思っ

ています。 

本年は、昨年より１０３名多い２,０２９名の参加申込みがあり、完走者は過去

最高の１,９１１名となり、各部門毎に記録を狙う方や完走を目指す方など様々に

ご参加を頂いたところです。 

特に、今回は福井県警察本部交通機動隊のご協力をいただき、当あわら市出身の

女性白バイ隊員を含むお二人の方に１０ｋｍコースの先導をお願いいたしました。 

   また、昨年に引き続き、芦原温泉旅館協同組合女将の会の皆様がゴールしたラン

ナーに、冷たいおしぼりをサービスして大変好評であったとの報告を受けておりま

す。関係者の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。 

   今後も、スポーツと観光・文化等との連携を図り、あわら市の個性を活かしたマ

ラソン大会にして参りたいと考えております。 

以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、８番、向山信博君、

９番、坪田正武君の両名を指名します。 

 

 

◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 
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本定例会の会期は、本日から６月２３日までの１８日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より６月２３日までの１８日間と決定しま

した。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 

 

◎議案第４９号から議案第５１号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第４９号、専決処分の承認を求めることについ 

て（あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第４、議案第５０号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市国民

健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について） 

日程第５、議案第５１号、専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度

あわら市老人保健特別会計補正予算（第１号）） 

以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第４９号から議案第５１号まで

の「専決処分の承認を求めることについて」の３議案について、提案理由の説明を

申し上げます。 

議案第４９号につきましては、あわら市税条例の一部を改正したものであります。 

地方税法の改正により、個人住民税における寄附金税制及び証券税制の改正並び

に公的年金からの特別徴収制度の導入等が行われることに伴い、所要の改正を行う

ことについて、専決処分したものであります。 

議案第５０号につきましては、あわら市国民健康保険税条例の一部を改正したも

のであります。 

地方税法の改正により、医療費分の基礎課税額に係る限度額が５６万円から４７

万円に引き下げられたこと、後期高齢者医療制度の創設により、後期高齢者医療支

援金分の税率が新たに設定されたこと等に伴い、所要の改正を行うことについて、

専決処分したものであります。 
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議案第５１号につきましては、平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算

（第１号）で、歳入歳出それぞれ ３,０４１万５千円の追加を専決処分したもので

あります。これに伴い、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ３億５,１０１万

５千円となっております。 

補正の内容につきましては、平成１９年度の歳入不足額を補てんするための繰上

充用金 ３,０４１万５千円を計上したものであります。 

これに伴う歳入といたしまして、過年度分の支払基金交付金 ４４１万８千円及

び国庫支出金 ２,５９９万７千円を計上しております。 

以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議をいただき、ご承認を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第４９号から議案第５１号ま 

での３議案につきましては、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を 

略し、直ちに採決いたしたいと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論、採決に入ります。 

○議長（東川継央君） 議案第４９号について討論はありませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第４９号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。したがって、議案第４９号、専決処分の承認を

求めることについて（あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について）は、

原案のとおり承認することに決定しました。 

 

 

○議長（東川継央君） 議案第５０号について討論はありませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第５０号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第５０号、専決処分の承認を求めることについて（あわら市 

国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について）は、原案のとおり承認

することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第５１号について討論はありませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、議案第５１号を採決します。 

本案は、原案のとおり承認することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第５１号、専決処分の承認を求めることについて（平成２０年

度あわら市老人保健特別会計補正予算（第１号））は、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

 

 

  ◎議案第５２号から議案第５４号の一括上程・提案理由説明・総括質疑 

○議長（東川継央君） 日程第６、議案第５２号、平成１９年度あわら市一般会計繰越 

明許費繰越計算書の報告について 

日程第７、議案第５３号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告について 

日程第８、議案第５４号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計予算繰越計

算書の報告について 

以上の議案３件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました、議案第５２号「平成１９年度あわら

市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」から議案第５４号「平成１９年

度あわら市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について」までの３議案につ

いて、ご報告を申し上げます。 

議案第５２号につきましては、繰越計算書に記載されておりますとおり、農林水

産業費で、経営体育成基盤整備事業負担金 ２０万５千円、商工費の産業団地整備

事業測量設計業務 １,０９４万円、土木費で、県営急傾斜地事業負担金 ２３０万

円、教育費で、小学校施設整備事業 １億７,０３３万５千円及び幼稚園施設整備事

業 ２６０万円の合計 １億８,６３８万円を平成２０年度への繰越額として決定し

たものであります。 

これらの財源といたしましては、国県支出金 ９,０７２万５千円のほか、地方債 

７,９００万円、その他 ８０万円及び一般財源 １,５８５万５千円を計上しており

ます。 

議案第５３号につきましては、金津雲雀ヶ丘寮特別会計において、指定介護老人

福祉施設費の金津雲雀ヶ丘寮増築工事 ４７０万円を平成２０年度への繰越額とし

て決定したものであります。 

財源は、全額一般財源であります。 

議案第５４号につきましては、公共下水道事業会計において、資本的支出の建設

改良費で、九頭竜川流域下水道事業建設負担金 １,４２２万７千円を平成２０年度

への繰越額として決定したものであります。 

この財源といたしましては、企業債 １,４２０万円のほか受益者分担金・負担金  

２万７千円を計上しております。 

以上３議案について、ご報告いたします。 
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○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、議案第５２号から議案第５４号までの３議案は終結いたします。 

 

 

◎議案第５５号から議案第６０号の一括上程・ 

提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第９、議案第５５号、平成２０年度あわら市一般会計補正 

予算（第１号）、日程第１０、議案第５６号、平成２０年度あわら市国民健康保険 

特別会計補正予算（第１号）、日程第１１、議案第５７号、平成２０年度あわら市 

老人保健特別会計補正予算（第２号）、日程第１２、議案第５８号、平成２０年度 

あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）、日程第１３、議案第５９ 

号、平成２０年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１号）、日程第１４、 

議案第６０号、平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号） 

以上の議案６件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第５５号「平成２０年度あわら市

一般会計補正予算（第１号）」から議案第６０号「平成２０年度あわら市水道事業

会計補正予算（第１号）」までの６議案について、内容の説明を申し上げます。 

議案第５５号「平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第１号）」につきまし

ては、３億９,９４７万９千円を追加補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ １１

６億７,９４７万９千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、当初予算の編成時において国・県補助金の取扱いや

額が明確になっていなかったもののほか、新規採択事業に係るもの、公的資金繰上

償還に係る経費等を計上いたしたものであります。 

まず、歳出の主なものをご説明いたします。 

総務費では財産管理費で庁舎屋上防水工事及び庁内照明器具取替工事で １,５

９０万円を計上しているほか、賦課徴収費で、税源移譲により増額となった住民税

相当額を還付するため市税過誤納還付金３,０００万円を計上いたしております。 

民生費では、老人福祉総務費で老人保健特別会計への繰出金４９２万６千円を計

上いたしております。 

農林水産業費では、農業振興費で、競争力のある福井米づくり事業補助金 １１

６万円、鳥獣害防止総合対策事業補助金２００万円、園芸を取り入れた直播推進事

業補助金１８０万円を計上いたしております。 

また、農地費で、番田･田中々排水機場を含む２排水機場において、排水機場適
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正化事業による工事等に係る管理経費１,１１９万７千円を計上いたしております。 

商工費では、商工振興費で商工フェスティバル事業補助金３００万円を、観光費

で夏まつり事業補助金３５０万円を計上いたしております。 

土木費では、都市計画総務費で芦原温泉駅周辺整備に係るまちづくり交付金事業

の事業費の確定に伴い、西口駐車場整備や西口アクセス道路等に係る工事費４,４

９０万円、西口駐車場用地購入費１億４,９００万円を含む総額１億９,５２０万円

を増額しているほか、公園費においても、まちづくり交付金事業に係る都市公園整

備工事４,９２２万円を含む５,４００万円を増額しております。 

また、住宅総務費で、木造住宅耐震改修促進事業補助金３６０万円を新たに計上

いたしております。 

消防費では、常備消防費で消防団員の防火衣等の整備に係る嶺北消防組合負担金 

１６８万１千円を増額しているほか、災害対策費で自主防災組織に対する防災資機

材等整備事業補助金２５万円を新たに計上いたしております。 

教育費では、学校給食費で金津中学校給食室屋根塗装工事１１０万円を計上いた

しております。 

公債費では、財政融資資金等の公的資金補償金免除繰上償還に係る経費５,８０

１万９千円を計上いたしております。 

一方、歳入につきましては、まちづくり交付金事業費の額の確定に伴う国庫補助

金３,０００万円の追加、農林事業及び土木事業の実施並びに市税過誤納還付金計

上等に伴う県支出金１,４２６万８千円の追加のほか、南部土地区画整理基金繰入

金３,２４０万円、前年度繰越金７,４５１万５千円、まちづくり交付金事業に係る

土木債１億７,９３０万円及び公的資金繰上償還に係る借換債５,７９０万円が主

なものとなっております。 

議案第５６号「平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」

につきましては、８,１６４万３千円を追加補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ３０億７,３６４万３千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、保険給付費の退職被保険者等療養給付費で、退職被

保険者等療養給付費負担金６,５００万円を計上しているほか、老人保健医療費拠

出金９１７万２千円等を計上いたしております。これに伴う歳入につきましては、

退職者医療交付金７,２５０万円及びその他繰越金９１４万３千円を計上しており

ます。 

議案第５７号「平成２０年度あわら市老人保健特別会計補正予算（第２号）」に

つきましては、６,０８５万９千円を追加補正し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 

４億１,１８７万４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、診療報酬明細書の再審査に伴い、本年３月診療以前

の精算分として医療給付費５,５８０万円、医療費支給費５００万円等を計上いた

しております。これに伴う歳入につきましては、支払基金交付金３,１３１万３千

円、国庫支出金１,９６９万６千円、県支出金４９２万４千円及び一般会計からの

繰入金４９２万６千円を計上しております。 

 議案第５８号「平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１
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号）」につきましては、６７２万２千円を追加補正し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ７,１７２万２千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、公債費で、財政融資資金等の公的資金補償金免除繰

上償還に係る経費６７２万２千円を計上いたしております。 

これに伴う歳入につきましては、一般会計繰入金３２万２千円及び公的資金借換

債６４０万円を計上しております。 

議案第５９号「平成２０年度あわら市公共下水道事業会計補正予算（第１号）」

につきましては、資本的支出の企業債償還金で、財政融資資金等の公的資金補償金

免除繰上償還に係る経費１１億２,１４１万６千円を計上いたしております。 

これに伴う収入につきましては、公的資金借換債１１億２,１００万円等を計上

しております。 

議案第６０号「平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算（第１号）」につき

ましても前議案同様、資本的支出の企業債償還金で、財政融資資金等の公的資金補

償金免除繰上償還に係る経費５億９,５２９万１千円を計上いたしております。 

これに伴う収入につきましては、公的資金借換債５億９,５００万円等を計上し

ております。 

以上、６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 議案第５５号一般会計の補正予算について、伺いたいと思い

ますが、駅周辺整備事業に中の一貫でまちづくり交付金事業、西口駐車場の整備等

が計上されておりますが、新幹線が来るという前提でそもそも、計画を立てられた

というふうに思いますが、現在、まだ、新幹線がいつ来るか確定をしていない、し

かも、来るとしても芦原温泉駅に停車するのかどうかというのは、さらに、はっき

りしない、という状況だと思います。そういう中で、すでに、東口の駐車場は、完

成をして供用が開始されておりますが、見ておりますと毎日、２、３台からせいぜ

い多くて１０台くらいというような状況で一般の市民から非常に無駄ではないか、

という批判が起こっております。こういう中で、さらに西口広場、西口の駐車場を

整備をするというのは、ますます、市民から見ると不要な無駄な投資ではないか、

という批判がでるというふうに思います。私は、１００％これが無駄というふうに

は考えませんけれども、非常に財政運営が厳しい中で今の時期にあえて、どうして

もこれをやらなければならないということではないのではないかと、そういう点で

は、これを見直しをしてですね、先送りをするとかという必要があると思いますが

そういう点について、市長の見解を伺いたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部理事 田中房一君。 

○土木部理事（田中房一君） このまちづくり交付金事業で実施しているわけでござい

ますが、この事業はですね、平成１９年、２０年、２１年の３ヵ年で行っておりま

す。その内容はですね、旧金津市街地を対象に新幹線の現役併設を見据え、定住環
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境の向上を図りながら駅周辺のまちづくりを進めるという目的で行っております。

事業費は、６億５千万。今回、国の今年度の補助金が確定したことに伴い補正した

ものでございます。 

その事業内容といたしましては、西口アクセス道路、西口駐車場、東口駐車場、

それと旭・山室線の消雪工事、クレヨンランドの公園整備、それと下新橋歩道橋の

修繕、あと住吉街区公園、新用街区公園、新街区公園の整備が入っております。こ

れを３ヵ年で行うということで、実施している事業の今年度の確定したことに伴う

補正でございます。また、新幹線につきましては、県内の実施認可がまだ出ており

ません。ただですね、県民あるいは、あわら市民は、本当に強く早期着工、完成を

望んでおります。今回、駅前で実施している中身につきましては、工事実施認可が

出たあとですね、ＪＲと協議に入るわけですが、その時に、駅舎の位置、形、ある

いは、駅前広場、これらを実施するために早期にやっておかなければならない、必

要、基本的なものでございます。また、あわら市としても早期に望んでいるという

ことで駅前を長期的なビジョンでやっていくということは、熱意を示す上において

も、必要であると考えております。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） 新幹線建設に対する熱意を示す上でも必要だ、という答えで

すが、私は、従来から新幹線が芦原温泉に停車をしてもあわら市にとっては、プラ

スになるとは考えられないと、地元負担、一切無しでですね、建設をするのであれ

ば、それは、それで結構ですけれども地元負担をしてまで建設を促進する必要はな

いのではないか、いうふうに思っております。この、新幹線誘致に熱意を示す為に

必要だということですが最終的にですね、「来ない」ということになった場合は、

まったく無駄ということになりかねない、というふうに思います。そういう点では、

この事業の実施をですね、もう少し、状況を見て先送りするなりそういうことが是

非、必要だというふうに思いますので、重ねて再検討をお願いをしておきたいと思

います。 

   それから、同じく補正で木造住宅の耐震改修促進事業６個分の補助が計上されて

おりますが、この補助は、どういう基準で行われるのか、できれば、ご説明をいた

だきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 土木部長、山口志代治君。 

○土木部長（山口志代治君） ただいまの、山川議員の質問でございますけれども、住

宅の耐震化につきましては、以前にですね、住民を対象に住宅の耐震診断また、耐

震補強計画というのを行っております。その行った方にですね、耐震補強工事を実

施するかというアンケートを取ったわけでございますが、その内、６戸分につきま

しては、実施したい、ということでございましてので、今回、予算計上をさせてい

ただきました。 

   以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） その耐震工事の事業費がどれだけであっても１戸当り６０万

ということですか。ちょっと、お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長(東川継央君)  土木部長、山口志代治君。 

○土木部長（山口志代治君） ただいまのご質問でございますが、実は、６０万円は，

限度ですと補助するということで、事業費は一応、９０万円以上の事業で最高６０

万、２／３程度補助しますという内容でございます。最低、１人は、３０万円以上

の出費は必要ということでございます。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番(穴田満雄君) 今程、山川議員のまちづくりですかね、それに関連するかもわ

かりませんが、一般会計補正予算の１２ページ、ちょっとお願いします。この１２

ページで土木費関係でやね、公有財産の購入、これに関しまして１億４,９００万

を計上してあると、これ、こんなに大きな金額を何でやろうと、私、思いまして、

産業建設常任委員会の委員会資料ですね、この中で、産業建設常任委員会の資料の

６ページを見ましたら、いろいろ書いてありました。いろいろ書いてありまして、

この中で私、旧金津町がやったことを今さら云々言うつもりはありません。ただ、

自分が理解しにくいから、これ今、質疑をしてみたいな、ということでございます。

その中で、この旧日本たばこ産業株式会社ですか、今のＪＴですね、これが持って

いたものが現在は、あわら市の所有になっていると、あわら市の所有になった経緯

はというと、売買契約が平成１４年の１２月２９日に売買契約が済んでいると、そ

うしますと、私、素人考えで考えてみますと売買契約という言葉を使ってある以上

は、おそらく、金銭のやり取りも済んでいると、こういう理解をするんですが、こ

れ、土木部長、どういうふうに説明していただけますか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 土木部長、山口志代治君。 

○土木部長（山口志代治君） ただいまの、穴田議員のご質問でございますが、ご指摘

のとおり平成１４年１２月２９日に売買契約が一応、成立してございます。しかし、

この契約につきましては、一応、その当時の金津町のですね、土地開発基金といい

ますか、それを財源として、買い支えた、ということでございます。そういう中で、

今回、買い換えになるわけでございますが、いわゆる、合併特例債を適用できない

か、ということで財政当局といろいろ詰めをやったわけございますが、いわゆる、

土地開発基金で購入した、ということと、今回、公共事業の用地に切り替えるとい

う条件が満たされたということで合併特例債の適用を受けるということで何らか

の見返りも何％かありますので、良質な財源に切り替えたということで今回、予算

計上させていただきました。確かに、名前はですね、市長の名前は変わることはご

ざいません。やはり、普通財産から行政財産に切り替わった、という形になろうか

と思います。 

   以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) １６番、穴田満雄君。 

○16 番(穴田満雄君) 今、土木部長の説明ですけどね、今、冒頭に私、言いましたよう

にすでに、金銭のやり取りも済んでいると、ですけれども、今回、こういうやね、

計上したのは、あくまでも、合併特例債を使わんが為にやね、こういう計上をした

んだと、私は、そういう捕らえ方をしたんですけれども、そうしますと、これ、経

理上、どういう扱いにこれからしていくつもりですか。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 財政部長、長谷川賢治君。 

○財政部長（長谷川賢治君） 穴田議員のご質問にお答えいたします。今、先程、土木

部長の方からお答えしましたように今回の土地購入費の計上につきましては、従来

ですとですね、先行した将来の公共用地に使うためにも、土地先行取得債という事

業とそれから、福井県とかが持っております、県の開発公社、土地開発公社ですね、

というものにつきましては、事業を実際やる場合においてですね、起債の対象にな

るということなんですが、今回の事業につきましても、国庫補助対象の事業にはな

りませんが、地方債の起債対象になるということで、それは、基金というものが先

程言いました土地先行取得債それから土地開発公社と同じようなものの扱いをす

るということで今回するわけでございます。そして、今回、事業の対象になります

のは、実は、私ども、この西口駐車場の整備につきましては、平成２７年度に当初、

予定しておったわけなんですが、今回、まちづくり交付金が３,０００万円増額に

なった、ということで今回、今年度、実施をするということになりましたので急遽

ですね、この事業財源として有利な合併特例債を使いたい、ということで今回、上

げさせてもらったわけでございます。今後ですね、そういうことをすることにより

まして、１億４,９００万円の９５％を起債で賄うわけなんですが、その後、交付

税として７０％があるということで実質ですね、３０％で土地が購入できたという

形になろうかな、と言う具合に考えております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) １６番、穴田満雄君。 

○16 番(穴田満雄君) この件に関しましては、私、わからん点、多々ありますけれども、

後ほど所管の委員会でやっていただくことといたしまして、これ、私、ひとつだけ、

注文つけときます。と言いますのは、１億４,９００万円、１億５,０００万円から

の事業やるにあたってね、いきなり、全協で説明して、そして、後は補正で処理し

てしまうんだとこういうやり方は、私、いかがなもんかなと、冒頭に言いましたよ

うに所詮、あわら市のもんになっているんだから、それでいいんじゃないかとそう

いう考えを持っているかもわかりませんけれども、こういうやり方をされると市民

が納得しませんよ。それは、旧金津町の町民の方にしてもやね、そういうことを覚

えていればいいですけれども、やっぱり、忘れている人の方がほとんどだと思いま

すからこういうことは、絶対しないように忠告だけしておきます。 

   それから、もう一点、これは、臨時職員の賃金に関してですけれども、今度の一

般会計の補正を見てやりますと３ヶ所にわたってその臨時職員の賃金を計上して

あります。私もサラリーマンをやってましたから国鉄にいてサラリーマンをやって

ますから、俗にこういうやつは、過年度処理と私は、そういう言葉を使ったんです

けれどもその臨時職員を３人を再度、新年度入ってから雇用するということは、あ

わら市が今まで進めてきた要因、合理化ですね、職員も少なくするとこういうしわ

寄せが新年度に入って出てきたのかどうか。あるいは、もっと他に理由があるのか

どうか。これについて、ちょっと説明方お願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長(神尾秋雄君) ただ今、穴田議員のご質問にお答えをいたします。あわら市

がこれまで進めてきた人員削減ですね、行革の影響がこういう形が出てきたのかと

いうことにつきましては、性格としては、そういうものではございません。人事配
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置につきましてはですね、当初予算編成時に人事配置計画を持ちながらそれに基づ

きまして人件費を計上するわけでございますが、今回の補正につきましては、その

編成後ですね、急な自己都合退職者が１名出たということでございます。それから、

育休中の職員が復帰するという想定と申しますか、そういう計画を立てておったわ

けですが、それが、延長が２名でたということで都合３名、人員配置計画から見込

みが狂ったということでございます。そういった中で、急遽、臨時職員の募集を３

名行いまして現在、３課に配置をしているところでございます。そういった関係の

予算の補正でございますのでよろしくお願いいたします。 

○議長(東川継央君) 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 質疑なしと認めます。 

○議長(東川継央君)  ただいま議題となっています議案第５５号から議案第６０号ま 

での６議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

○議長(東川継央君) 暫時休憩します。なお、１０時４５分に再開ということにいたし

ます。 

(午前 10時 34 分) 

 

 

○議長(東川継央君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

(午前 10時 47 分) 

 

◎議案第６１号から議案第６２号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長(東川継央君) 日程第１５、議案第６１号、あわら市手数料条例の一部を改正す 

る条例の制定について、日程第１６、議案第６２号、あわら市公園条例の一部を改 

正する条例の制定について 

以上の議案２件を一括議題とします。 

○議長(東川継央君) 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長(東川継央君) 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君）ただいま上程されました議案第６１号「あわら市手数料条例の一

部を改正する条例の制定について」及び議案第６２号「あわら市公園条例の一部を

改正する条例の制定について」について提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６１号につきましては、戸籍法が改正されたことに伴い、あわら市手数料

条例の別表において引用している戸籍法の規定が変更されたことによる所要の改

正を行うものであります。 

議案第６２号につきましては、市が管理している都市公園等において指定管理者

の導入を図るための所要の改正を行うものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 
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○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第６１号、議案第６２号につ 

きましては、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

  ◎議案第６３号の上程・提案理由説明・質疑・採決 

○議長（東川継央君） 議長 日程第１７、議案第６３号、あわら市監査委員の選任 

 についてを議題とします。 

○議長（東川継央君） 本案について提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第６３号「あわら市監査委員の選

任について」の提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６３号につきましては、現監査委員の上坂朋宏氏が平成２０年６月２２日

で任期満了となるため、その後任にあわら市菅野第２８号６番地 高橋憲治氏を選

任することについて、議会の同意をお願いするものであります。 

高橋氏は、４０年以上の長きに亘り各税務署に勤務された後、平成１９年８月か

ら税理士を開業されております。 

人格、識見ともに監査委員に適任であると思われますので、よろしくご審議をい

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 本案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただ今、議題となっております議案第６３号につきましては、 

会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたした

いと存知ますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

○議長（東川継央君） これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

（｢討論なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議長 これより、議案第６３号を採決にします。 

本案は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 
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したがって、議案第６３号、あわら市監査委員の選任については、原案のとお 

り同意することに決定しました。 

 

  ◎請願第３号の上程・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１８、請願第３号、後期高齢者医療制度に関する請願を

議題とします。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています請願第３号は、教育厚生常任委員

会に付託し、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、この請願は教育厚生常任委員会に付託して、審査することに決定 

しました。 

 

 

  ◎陳情第 1号から陳情第５号の一括上程・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第１９、陳情第１号、有害野鳥対策に関する要請 

   日程第２０、陳情第２号、猪害対策に関する要請 

   日程第２１、陳情第３号、稲カメムシ防除等害虫絶滅に関する要請 

   日程第２２、陳情第４号、農業用ビニール等の廃棄物処理に関する要請 

   日程第２３、陳情第５号、園芸・畜産の活性化と振興に関する要請 

   以上の陳情５件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています陳情第１号から陳情第５号までの

陳情５件は、産業建設常任委員会に付託し、審査することにしたいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第１号から陳情第５号までの陳情５５件は、産業建設常任委 

員会に付託して、審査することに決定しました。 

 

◎あわら市選挙管理委員会委員の選挙 

○議長（東川継央君） 日程第２４、あわら市選挙監理委員会委員の選挙を行います。 

   あらかじめご了承願いたいと存じますが、被選挙人は４名であります。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦の 

方法により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定しました。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

○議長（東川継央君）指名方法については、議長において指名したいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定しました。 

   あわら市選挙管理委員会委員には、中嶋茂昭君、笹原修武君、吉江眞雄君、長 

谷川巧君。以上の方を指名します。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

   ただいま議長が指名しました４名の方を、あわら市選挙管理委員会委員の当選人 

と定めることにご異議ありませんか。 

  （｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました 

中嶋茂昭君、笹原修武君、吉江眞雄君、長谷川巧君。 

以上の方があわら市選挙管理委員会委員に当選されました。 

 

◎あわら市選挙管理委員会委員補充員の選挙 

○議長（東川継央君） 日程第２５、あわら市選挙管理委員会委員補充員の選挙を行い 

ます。 

   あらかじめご了承願いたいと存じますが、被選挙人は４名であります。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推薦の

方法により行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

   したがって、選挙の方法は指名推薦とすることに決定しました。 

○議長（東川継央君） お諮りします。 

   指名方法については、議長において指名したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議長において指名することに決定しました。 

   あわら市選挙管理委員会委員補充員には、次の方を指名します。 

第１順位 児玉康夫君、第２順位 砂谷 紘君、 

第３順位 相茶郁代君、第４順位 川﨑利雄君。 

以上の方を指名します。 

○議長（東川継央君）お諮りします。 

   ただいま議長が指名しました４名の方を、あわら市選挙管理委員会委員補充員の

当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました 

第１順位 児玉康夫君、第２順位 砂谷 紘君、 

第３順位 相茶郁代君、第４順位 川﨑利雄君。 

以上の方が順序のとおりあわら市選挙管理委員会委員補充員に当選されました。 
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 ◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、６月１２日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

 

地方自治法１２３条の規定により署名する 

 

平成２０年   月   日 

              議  長 

 

              署名議員 

 

              署名議員 
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平成２０年度 第３１回あわら市議会 定例会 

 

                    平成２０年６月１２日（木） 

              午前９時３０分 

１．開議の宣告 

   

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 一般質問 

 

 

出席議員（２０名） 

１番 八 木 秀 雄     ２番 笹 原 幸 信 

３番 大 下 重 一     ４番 山 川 知一郎 
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２０番 東 川 継 央    ２２番 杉 田   剛 

 

欠席議員（1名） 

 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

市    長  橋  本  達  也    教 育 長        寺  井  靖  高    
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会 計管理者  山  口  博  行    市民福祉部理事   長 谷 川  忠  典    

市民福祉部理事  摩  垣  浄  心    芦原温泉上水道財産区管理者   竹  内  正  文    

土 木部理事  田 中 房 一 
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事務局職員出席者 

 事 務 局 長        圓 道 信 雄    事務局長補佐  中 林 敬 雄 

 書    記  中 辻 雅 浩 
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◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２０名であります。 

向山信博 君は北陸新幹線建設促進大会および平成２０度北陸新幹線建設促進

同盟会総会出席のため欠席の届けが出ております。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

なお、北島副市長も同大会及び総会出席の為、欠席の届けが出ております。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 30分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、９番、坪田正武君、

１０番、篠﨑 巌君の両名を指名します。 

 

 ◎一般質問 

○議長（東川継央君） 日程第２、これより一般質問を行います。 

◇笹原幸信君 

○議長（東川継央君） 一般質問は通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 通告順に従い市政会 笹原です。一般質問をさせていただきま

す。今回は３問通告をしてございます。よろしくお願いをいたします。まず、最初

に嶺北金津消防署建替えについて質問をいたします。５月８日、定例記者会見にお

いて市の本年度の重点目標を発表されました。市長が公約に掲げられた市民感覚で

透明な行政運営の実現に向けて、部毎に早急に取り組む課題を挙げられています。 

   その中で、総務部では安全で安心な町づくりの推進を目標に掲げておられますが、

その中で消防署建設計画において、嶺北消防金津署の老朽化に伴い、嶺北芦原消防

署との統合計画を含めて改築の基本方針を決定しますとなっています。また新聞報

道によれば、金津消防署と芦原消防署との統合を視野に入れながら改築の基本方針

を検討するとの記事が掲載されておりますが、統合ということに関しては住民感情

を考慮して方針を決定して頂きたいと強く思っておるところでございます。 
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   嶺北消防組合は、１本部５署１救急分署体制で市民の生命身体財産の保全に日夜

活動をされております。当市においては、芦原署、金津署の２署と１救急分署が設

置されており職員が分散化していることから、救急隊や救助隊の専任化など、より

高度な消防行政は困難であるということについては、私は嶺北消防議会議員をして

おりますので、そのことはよく承知をしております。 

   芦原署、金津署の履歴および現状をみますと、芦原署は昭和６１年築で嶺北消防

管内では１番新しく敷地面積も約３,７００㎡で最大であります。車庫面積も４３

５㎡と広く梯子車をはじめ１０台の車両を擁しております。 

   一方金津署は昭和４８年築で管内では３番目に古く、老朽化も進み維持管理に要

する経費が増大しているところであります。そのうえ、敷地面積も２,０００㎡弱

であり芦原署の約半分であります。救助訓練の実施可能な面積は５６０㎡とこれも

芦原署の半分であります。車庫においても非常に狭く車両も小型車が７台となって

おります。 

   新市建設計画においては、新市消防庁舎建設事業となっており、この文面からは

統合庁舎建設なのかなと推察されますが、芦原署については敷地、建物等なんら問

題はなく、私としては、金津署の建替えをおこない、現在の２署体制を維持できな

いのかをお伺いをいたします。 

   また、長期財政計画の合併特例債の今後の予定で嶺北消防組合負担金８億４,５

００万円となっておりますが、その内容をお知らせください。以上、答弁をお願い

します。また、総務委員会の資料と私が嶺北消防本部より取り寄せました資料が同

じでございましたので、委員会資料と質問の内容がダブっているところもございま

す。お許しいただきたいと思っております。以上、よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 笹原議員のご質問にお答えいたします。 

嶺北消防組合の消防署建設計画については、同組合と構成市である坂井市及びあ

わら市が、その整備方針等について協議を行っているところであります。 

ご承知のとおり、あわら市には、金津消防署、芦原消防署及び救急分所の２署１

救急分所がございます。 

金津消防署は昭和４８年の建築で、昭和５６年の新耐震基準以前の建物であり、

施設の老朽化が著しく、防災拠点としての安全性にも問題がございます。また、敷

地や建物が狭隘であることから、移転建替を検討する時期に来ているところであり

ます。 

一方、芦原消防署については、昭和６１年建築で、５消防署の中でも最も新しく、

敷地、建物ともにある程度の広さが確保されております。 

議員ご指摘のとおり、あわら市においては、職員が分散していることから、救急

隊や救助隊の専任化など、より高度な消防行政の遂行に支障が生じている等の問題

がございます。 
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しかしながら、旧芦原地区においては、芦原大火を経験しているほか、県内随一

のあわら温泉を抱えていることから、夜間人口の増加や高層建築物も多いことなど

の特殊事情があります。 

このことから、住民の皆様の感情を考え合わせますと、現在の２署体制を維持で

きないものかと考えているところであります。 

なお、長期財政計画における嶺北消防組合負担金のうち合併特例債８億４,５７

０万円の内訳につきましては、あわら消防署建設事業負担金に６億４,６５０万円、

嶺北消防本部庁舎建設事業負担金に１億３,９９０万円及び高機能消防指令センタ

ー整備事業負担金に５,９３０万円を充当する計画となっております。 

このうち、あわら消防署建設事業は、新市建設計画で新市消防署庁舎建設事業と

なっておりますが、これは、合併以前から嶺北消防組合の強い要望により、統合消

防署庁舎という前提で事業費を積算しているものであります。 

いずれにいたしましても、あわら市における消防署の整備方針については、財政

状況を考慮し、合併特例債を有効活用することを念頭に、議会の皆様と十分相談の

うえ、嶺北消防本部及び坂井市とも協議を重ねて参りたいと考えております。 

今後とも、市民の皆様の安全で安心なまちづくりを推進するため、なるべく早い

時期に方針を定めたいと考えておりますので、議員各位のご理解ご協力をよろしく

お願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ただいま、答弁をいただきましたけれども、市長の答弁の中で

ですね、新市建設計画については、統合消防庁舎をつくると、そういうことで、計

画をされていたということでございますが、答弁の中で旧芦原町の大火とか、それ

から夜の人口が増えるということで、そういう事態を鑑み現在の２署体制を維持で

きないものかと、確か、考えておられると、そういうふうにご答弁されました。こ

の答弁ですとですね、金津署を改築して、芦原署はそのまま残すと解釈すれば良い

のかどうかをお伺いをしたいと思います。 

また、先程、合併特例債のところで嶺北消防署の本部庁舎建設事業負担金に１億

４,０００万円弱の合併特例債の予定を持っているんですが、私も消防組合の議員

をしているんですが、その話は今、現在は、出ておりませんし、昨日、消防組合の

事務局の方へ問い合わせをいたしましたところ現在、広域消防の話が進んでいると

いうことなので一応、予定はしているんですが、今のところ保留になっていると、

そういう回答を得てますので、その点についてもお伺いしたいとそういうふうに思

います。よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 先程の庁舎の建設事業費ですけども、あくまでも計画ですけど

も、これは、新市建設計画のなかでの話でありまして、その積算の前提としては、
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統合庁舎を前提にしての積算であったということでありまして、新建設計画上は、

あくまでも新市消防署庁舎建設事業ということですので、合併特例債の対象、云々

のことについてなんら問題はないと思っております。 

それから、２点目の今のご質問ですが、もし、２署体制ということになれば、金

津署の方を改築建替え、芦原署の方は、そのままということかというお尋ねですけ

ども、現状を考えますとやはり、そのような形になるのではないかというふうに思

っております。ちょっと何か、中学校問題と似てまいりましたけれども、そういう

形になろうかというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長が中学校問題と似てきた言われますが、逆ですね、中学校

とは、中学校は２校存続が統合ということでまた、２校に戻ったということになり

ますけれども、今回、これは、統合庁舎を建てるということで、新市計画が組まれ

ているんですが、私としては、２署を残してほしいと、私も、ちょっと逆なんです

けど。 

市民の生命身体財産を守るということは、これは、行政のトップとして大変な責

任を負っているわけなんで、その点をやっぱり、重視していただいてですね、何と

か残していただきたいなと、どうしても、本部へ聞きますと、本部の構想としては、

４消防署というんですかね、そういうような構想も持っておるとは、言われてるん

です。確かに経費もかかるということで聞いてはおりますが、市長、先程、言われ

ましたように芦原は大火を経験していますので非常に今までも、消防の充実に関し

ては、お金を使ってきていると思います。また、旧金津におかれましても、工場が

たくさんございますんで、そういう面に対処するためにも、やっていただきたいな

と、そういうふうに思います。それと、市民の生命身体財産に係ることなんで、で

きるだけ、早くお願いをしたいなと、そういうふうに思いますので、もし、早く結

論を出してタイムスケジュールがある程度、所管の方でわかっているんであれば、

お教え願いたいなと、そんなふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 議員ご指摘のとおりでありまして、やはり、自治体の行政に課

せられた一番、根本的な責務というのは、やっぱり、市民の安全、安心を守るとい

うことだろうと思います。もっとも、行政の中核的な指名だと思いますので、その

ことをやはり、重点にですね、判断をしていかなければならないと思っております

のでいろいろと合理化だとかもろもろの問題も今は、ありますけれどもやはり、市

民の安全というとこを重点に考えますと、先程、申し上げたように現段階では、で

きれば、何とか２署体制を維持できないかと考えているところであります。それか

ら、そのためには、なるべく早く、事務を進めるべきであろうというご質問ですが、

何とか年度内には、方針を決定をしてまいりたいというふうに思っております。そ
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れから、先程、一つご質問で、答弁ちょっと忘れましたが嶺北消防本部の庁舎建設

の負担金につきまして、約１億４,０００万円ほど見積もってるというお話であり

ますけども、これは、嶺北消防組合の方では、ちょっと、まだ、未定ですし、検討

中だろうと思いますけれども、これは、あくまでも、あわら市としての長期財政計

画の中で一応、それを見込んであるということですので、財政計画は、以前にもお

話しましたけれどもなるべく高めの数値を見込んでおくということでありますの

で、その辺は、ひとつご理解いただきたいというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 年度内に方針を決定されて事業に移ると、そういうふう市長、

回答いただきましたので、よろしくお願いをいたします。 

   それでは、２点目の質問に入らせていただきます。 

   街路樹の剪定についてということで質問をさせていただきます。 

   第５回あわら市トリムマラソンが１８日開催をされ、過去最多の１,９１１人の

ランナーが雲一つない青空の下、まばゆいばかりの日差しを浴びてあわら警察署前

の新緑美しい並木道を快走する写真が新聞に掲載されていました。 

   新聞の写真を見れば新緑すばらしい並木道で、トリムマラソンのメインストリー

トとなっておりますが、その場所からもう少し芦原よりになりますと、並木道がき

れいに剪定され涼しげではありますが、輝く新緑には程遠い状態になっていました。 

   私は、トリムマラソンの３日後の２１日、産業建設常任委員会の管内視察で現場

を通りその状況を目の当りにいたしました。 

   ３月定例会の産業建設常任委員会において、委員より街路樹の虫食いが激しいが

敵期防除が行われていないのではないのかとの質問に対し敵期防除は、行っている

が１５ｍの高木のため防除剤が届かず駆除できない部分があり、その結果、被害が

ひろがっているとのことでありました。今回は、上部を剪定し防除することで今後

も景観に配慮するとの回答がありました。所管課としては、そのとおり職務を遂行

されたところですが、県内外からたくさんの方々がマラソンに参加され、走りなが

ら景色を見られるのですから、マラソンが終わった後に剪定されたほうが良かった

のではないのかなと、そういうふうに思いますがいかがでしょうか。 

   ランナーの方からお聞きしましたが、あの緑美しい並木道へたどり着くと「ほっ

とします」「癒されます」ということを聞いて 

おります。 

 このイベントは緑の市をアピールする絶好の機会であるのですから、その点をも

う少し考慮し細かな配慮をしていただけたらなと思いますがいかがでしょうか。 

   また、各部署でいろんな事業をされると思いますが、関係のある部署間で連携を

とられているとは思いますがこの点はいかがでしょうか。以上よろしくお願いしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○土木部長(山口千代治君) それでは、笹原議員のご質問にお答えをさせていただきま

す。議員ご指摘のですね、市道芦原金津線の街路樹でございますが、この道路には、 

２６７本のアメリカフウが両側に植えられており、ＪＲ芦原温泉駅方面から芦原温

泉街を結ぶあわら市のシンボル景観軸となっております。 

この街路樹につきましては以前から、歩道を歩く方や自転車で通行する方、水田

を耕作されている方、観光バス等の大型車両を運転される方々から苦情が寄せられ

ておりました。 

その内容でございますが、街路樹についた害虫が通行人に落ちて皮膚障害を起こ

したり水田に落ちて迷惑している、また、街路樹の枝が車両に接触し通行に支障を

きたしている、電線や電話線に触れ危険であるなどというものでした。 

このような苦情を受け、平成１７年の８月から９月にかけまして街路樹の剪定を

行いましたが、このときは、街路樹の高さを低くすることより、全体的に枝ぶりを

カットしたり、４ｍほどの高さまで枝打ちを行い害虫駆除の作業をしやすいように

したり、通行人や大型車両の通行に支障とならないことを主とした剪定でございま

した。 

平成１８年のアメリカシロヒトリの大発生でございますが、４月下旬であったと

いうことから、担当課としては、これに対応すべく、３月の産業建設常任委員会の

当初予算審議におきまして剪定等について説明をさせていただいたところでござ

います。 

その内容といたしましては、駆除作業がしやすいように、そして、電線等に触れ

ないように、高いもので約１５ｍに達するものもございましたので、樹高を地上８

ｍの高さで切り揃えております。 

さらに、駆除剤がいきわたるよう枝ぶりを大幅に剪定したことにより、管理上、

安全面での一応の成果は得られたものと考えております。 

また、トリムマラソンを所管しますスポーツ課との連携でございますが、それぞ

れの事業の重要性を認識する中で協議を行っております。 

その結果、新緑をアピールしたイベントでもありますので、あわら警察署から宮

王交差点までの約３５０ｍにつきましては、わずかな距離ではございますけれども、

ランナーの方々の疲れが少しでも癒されるよう、大会が終了するまで残しておこう

ということで剪定作業を一時中断する配慮もさせていただいたところでございま

す。 

冒頭に申し上げましたように、この道路はＪＲ芦原温泉駅方面から芦原温泉街を

結ぶあわら市のシンボル景観軸になっていることから、今後も、景観に配慮した剪

定作業の実施時期や方法についても検討して参りたいと考えておりますので、今後

ともご理解の程よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 今、山口部長の答弁をいただきました。内容がはっきりわかり
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ました。剪定作業も一時、中断されて配慮されているということ、また、今後も景

観に配慮した剪定作業をする、それから、スポーツ課とも連携をとってやっておら

れるということで、そういうことで今後とも、ひとつ、いろんな事業を行う時に横

の連絡を取って執行していただきたいとそういうふうに思います。再質問はござい

ません。以上でございます。最後になりますが庁内禁煙について質問をさせていた

だきます。５月３１日は世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱する世界禁煙デーでありま

した。今年のスローガンは「タバコの害から若者を守ろうです。」が私は、若者は

勿論、タバコのすわない人々をタバコの害から守ろうと言いたいのであります。他

人のタバコの煙を吸い込む受動喫煙でのタバコの害を何とかして欲しいと思って

おります。 

   県内では禁煙率は男性の４割に上り喫煙は嗜好ではなく病気であると医師の方

は断定されております。毎年１１万人の人が喫煙で志望しているということであり、

禁煙の影響は万人が認識しているのにも拘らず、食の安全には最大限の注意を払っ

ているのに対して、多くの有害物質を含むタバコについては、さほど気にかけてお

らず喫煙を趣味、嗜好ととらえているようですが、受動喫煙にされされている周り

の迷惑を考えていただきたいと思います。 

   私は、市長がタバコを吸われておられるため去る４月２１日に６月議会で禁煙に

ついて一般質問をしますと口頭でお知らせを致しました。 

   まず、市長は、タバコを吸われますが喫煙については、どのように考えておられ

ますかをお尋ねします。 

   タバコを吸わない者にとって、周りでタバコを吸われるということは苦痛以外の

なにものでもありません。 

   日本人の３分の２は喫煙を趣味、嗜好と考えているが実際は全身性の病気であり、

ニコチン依存症は難治性の依存症であると医師の方が言われています。 

   県では、庁舎内全面禁煙の１０月導入に向けて段階的なスケジュールを決めたそ

うであります。タバコを吸う職員に禁煙セミナーを開いたり、共済組合診療所で相

談や指導を実施しているとのことでございますが当市はどう対処されているのか

お伺いをします。また、世界禁煙デーから１週間庁舎内禁煙を実施したとのことで

すが、一週間と中途半端なことをいわず継続していただきたいと思っています。一

週間の効果はどうであったのかをお聞きしたいと思います。 

   また原則庁内禁煙とはなっていますが、何箇所かタバコの吸えるところがありま

すが今後どうされますかをお伺いをいたします。 

   庁舎内完全禁煙にすれば受動禁煙が無くなり、非喫煙者の健康が守られますが如

何でしょうか。 

   喫煙者が減れば将来、国民健康保険に加入した際、医療費の削減につながると思

いますが如何でしょうか。 

   最後に市のバスも当然、禁煙にするべきだと思います。狭い空間で煙がモウモウ

では、堪えられないところがございます。以上、よろしくお願いいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

受動喫煙については、平成１５年の５月に健康増進法が施行され、官公庁など多数

の者が利用する施設の管理者には、これを防止するために必要な措置を講ずるよう義

務づけられたところであり、旧町時代から事務室での喫煙を禁止し、指定場所のみで

喫煙をする、いわゆる分煙による対策を講じてきたところであります。 

新市となってからも、両庁舎の出入り口に灰皿を設置するなどの措置を、引き続き

講じてまいりましたが、庁舎の統合に合わせ、昨年５月からは、これをさらに推進し、

喫煙場所を１階と２階のそれぞれ１カ所としたところであります。 

しかしながら、県や県内各市町では、さらにこれを進め、施設内全面禁煙への取り

組みをみせているところであり、当市においても、２階の喫煙場所を廃止するととも

に、研修バスを含む公用車内での全面禁煙なども、今後、検討をして参りたいと考え

ております。 

また、世界禁煙デーに因んで庁内禁煙を実施した効果はどうであったかとのことで

ございますが、何分、１週間のことですので、目に見えるような効果があったとは申

し上げられませんが、禁煙に対する職員の意識付けにはなったのではないかと思って

おります。 

なお、私自身がタバコを吸いますので市長としては、この件について、どう思うか

というご質問がございました。これは、あくまでも、私の個人的なことでありますの

で、ここでお答えするのはどうかと思いますが、一応、庁舎内の禁煙とは分けてです

ね、せっかくのお尋ねですから、申し上げさせていただきます。 

  笹原議員から今度、禁煙についての質問をすると言われましてから、何とか本日ま

でに禁煙ができないものかと何度か努力をいたしましたが、残念ながらまだ、成功い

たしておりません。これは、嗜好ではなくて病気だというご指摘でございまして病気

ならば、なおさら、これは直さなければないないと思っておりますが、なかなか、難

しいというのが正直なところでございます。ただ、いずれにいたしましても、他人に

迷惑をかけるようなことだけは、これはしてはいけないというふうに思っております

し、私もそのように心がけてまいりたいと思います。私も、今までに何度となく禁煙

に努力いたしましたが、全て失敗いたしておりまして、病気の重さを実感しておりま

す。ただ、ヘミングウェイでしたか、「禁煙ほど簡単なものはない。人生で何百回で

も禁煙ができる。」とういうな言葉もございますが、さほど難しいのかなというふう

に思っております。 

  タバコを吸う、吸わないは、これは、個人の問題ですので、なるべく、これは、吸

わないにこしたことはないと思いますし繰り返し申し上げますけれども、他人に迷惑

をかけるような喫煙だけは、これれはもう、規制云々、以前のモラルの問題としてお

互いがやっぱり、気を付けていかなければならないのかな、というふうに思っている

ところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○市長（橋本達也君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 市長も何回も禁煙されて、なかなか、成功しないということで、

４月に市長にお話して、止められたかなと私も期待していたわけなですけども、全

協のときに、３階の喫煙場所で吸っておられるのを見まして、「まだ、ダメやな」

とそんなふうに思った次第でございます。 

  確か、私も４年前、止めたんですけど、私が言われたのが、それ以前にも「体に悪

いガンになる、ガンになるものを吸っているというのは、あなたは、なんて、意志

が強いんですか。」とそう言われたこともありますね。「ガンになるのがわかってい

てタバコを吸うんですか。」とそういうふうに言われた覚えもございます。答弁の

なかでですね。公用車の内の全面禁煙を含め、今後、検討をしたいとの回答がござ

いましたが、大体、役所の言葉で「検討をします。」「善処します。」というのは、

なかなかそれ以上、進まないというそういうニュアンスがあるみたいでございます

ので、もう少し、何か一歩踏み込んだ回答をお願いしたいなと思います。そんふう

に思います。また、それから、１週間禁煙、１週間ではとても、お茶を濁すと言い

ますか。庁内で１週間禁煙、ある程度、長いこと２週間、３週間、１ヶ月とそうい

うな長い間の禁煙であればある程度の効果は出るんでなかろうかと、１週間では、

ほとんど、効果は出ないと思いますね。止めても、また、１週間たてば、吸うよう

になれば、ですから、県も何か時間を決めて、１週間禁煙をしている。また、時間

を決めて、１箇所か２箇所で２時間ほど、吸うとか、午前中、昼、そういうふうに

して少しずつ、狭めていくといいますかね、厳しくしていくような方法が良いんで

はないんかな、とそういうふうに思うわけであります。また、市長が吸われるとい

うことは、部下も楽に吸うわけですって。私らもサラリーマンをしてました。社長

が吸えば、会議であっても、灰皿、出てきますしね。やっぱり、一緒に吸いますけ

ども、社長が吸わなければ、タバコに手が出せんもんですから、やっぱ、率先して

市長に体のためもありますし、お勧めしたいな、とそういうふうに思います。後、

議会事務局で県と県内９市の禁煙の状況を調べていただきました。全部の県、市は、

庁舎内の禁煙になってます。全面禁煙については、小浜市、勝山市、それから、福

井県が今、実施を計画をしてるところであり、けれども、このなかでも、３市がリ

スト上は禁煙になっているんですが、治外法権があると、そういう場所があるらし

いんです。そのなかでも、あわら市が禁煙可が５つ場所があるんです。指定された

以外にこういうところも、ある程度、直していかなあかんのではないかと、そうい

うふうに思いますし、３階につきましては、やっぱ、何かタバコの吸う部屋なんか

を別に作っていただきたいなと、特に議員の控え室ですね、他の市もみますとやっ

ぱ、議員の控え室なんかで禁煙となっていても吸うのが多いとそういうふうに事務

局で調べてもらった資料には出てますんで、できましたら、分煙方式ででもしてい

ただきたいなと、そんふうに思います。以上でございます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 
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○市長（橋本達也君） 公用車内での禁煙について検討するというような悪い意味での

役所言葉でなくてもっと積極的にということですけども、確かに狭い車の中で吸う

ことは、これは、基本的にいけないことだとろうと思いますので、そのような方向

で検討してまいりたいというふうに思っております。 

禁煙とは言いながらもそういう場所がやっぱりあるのではないかというお話で

すけれども、先程申し上げましたが、この庁舎には、１階に喫煙室がございますの

で、やはり、当面はですね、全面的な禁煙に向かっての準備としてですね、その場

所で１箇所のみでの喫煙というふうに、先ずは、持っていかなければいけないのか

なといううふうに思っております。そうすれば、完全な、受動喫煙は、これは、防

げるようになりますので、そのように持っていきたいというふうに思っております。 

それから、世界禁煙デーにちなんでの１週間の禁煙だったわけですけどもこれは、

ひとつの意識付けといいますか、今回の笹原議員のご質問も大きな意識付けなりま

して、これから、さらに、禁煙に向かって積極的に、これは、取り組んでいかなけ

ればならないというふうに思っております。 

 また、いわゆる、３階部分、議会の３階部分についてのお尋ねでしたが、これは、

やはり、この本会議を中心とした、議会の施設につきましては、これは、やはり議

会、議長の管理化にあるというふうに私は、考えておりますし、それを、いままで

も尊重してきたつもりですしこれからも、そうして,行きたいと思っておりますの

で、この件につきましては、やはり、議会の方でひとつおまとめをいただきたいな

というふうに思っております。これは、大変、お互いタバコを吸ってるもの、お互

いが禁煙に悩んでるわけですけども、失礼ながら、議長も愛煙家でございますし、

やはり、お互い悩んでいるんでないかと思います。もちろん、笹原議員が所属して

おられる市政会の代表の議員は、タバコ組合の組合長もされておりますので、なか

なか、話をまとめるのが難しいかと思いますけど、やはり、市長が吸えば、部下も

吸いやすいということと同じようにですね、やはり、議員の姿勢もですね、やはり、

市民の皆様にも伝わるのかなと思いますので、お互いにですね、努力をしてまいり

たいというふうに思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） あまり、深くは追求はしないでおきます。市長が言われました

ようにですね、タバコを吸われる人は、まずは、他人に迷惑をかけないということ

が一番大事なのではないのかと、そういうふうに思います。産経新聞に出てました

が、タバコ1箱１，０００円時代が来ると、そういうふうな記事が出てました。日

本は、１箱だいたい３００円ですが、イギリスは１,３００円ですね、１箱。フラ

ンス、アメリカは、７００円代。日本の２倍から３倍の１箱の値段がすると、それ

に対しての税金もたくさん、かかってくるとういうなことになってるようですけれ

ども、できれば、禁煙をしていただきたいし、無理であれば、他人に迷惑をかけな

いと、そういうような体制と申しますか、やり方でやっていただきたいなと、そう
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いうふうに思います。また、議会についても、これは、議会の問題でございますの

で、市長に対して一般質問するような内容でございませんし市長がおっしゃられた

ように、やっぱ、議長にもご相談しながらやっていきたいなと、そんなふうに思っ

ております。以上、質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） すいません。第１点目の質問のことで、ちょっと抜けておりま

してので、一部補足をさせていただきたいと思います。消防署の件ですけども、何

とか２つの署を残したいと申し上げましたが、その残し方についてはですね、従来

のままのということもあればですね、本署と分署に分けるというような選択肢があ

ろうかと思いますので、その点は、ひとつ、お含みおきをいただきたいというよう

に思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） すいません。私も、ちょっと呼び戻しですけど、署、署でなし

に、署、分署ということですね。ということは、ある程度、そこに勤める人間、設

備が減るってことで理解すればいいわけですか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） すいません。議長のお許しをいただきまして、特段に答弁させ

ていただきますが、仮に、本署、分署という分け方をしましてもですね、基本的に

は、あんまりかわらないと思います。多少の差は、出てくるかもしれません。これ

はまだ、あくまでも選択肢としてご理解いただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） はい、わかりました。ありがとうございました。以上で終わり

ます。 

 

 

◇篠﨑 巌君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１０番、篠﨑 巌君の一般質問を許

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君。 

○10 番（篠﨑 巌君） １０番、市政会の篠﨑 巌でございます。議長のお許しを賜り

ましたので丘陵地の園芸、営農振興対策について、さっそく質問に入らせていただ

きます。 

初めに、中国四川省の大地震、ミャンマーのサイクロンの自然災害で大変な犠牲

者が出ていることで心を痛めておりますし、６０年前の福井大地震のときを思い出

します。 

さて、バイオ燃料開発による穀物価格の上昇、また、温暖化現象も関係すると思
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いますが、後進国中心に食糧不足が起こっております。我が国でも、地産地消、自

給率の向上等が叫ばれていますが、まずは、農産物を作らなければお話になりませ

ん。 

私も、一園芸農家の一員として、丘陵地の園芸に関しまして、特に感じているこ

とを質問をさせていただきます。 

   あわら市ならびに坂井市三国町にまたがる坂井北部丘陵地は昭和４４年～６１

年にかけて１７年間かけて、国営総合農用地開発事業により、優良な畑地等約１,

０００丁が造成され、農業者の経営発展努力と関係機関の連携のもと、産地の活性

化と農業経営の安定化を図ってきた結果、今まで、スイカ、メロン、ダイコン、ナ

シ、柿などの野菜、果樹を中心とした県下随一の園芸産地となっております。 

   しかしながら、農業従事者の高齢化、現在６５歳以上が５０％越えていると思い

ます。また、担い手の減少により、遊休農地、未利用農地が年々増加、作付け率６

５％、休耕地、遊休地が３５％になっております。これに伴い園芸農産物の産出額

が大幅に減少してきている。 

   ＪＡ花咲ふくい園芸作物販売高は、１０年前には、２４億円が、昨年は半分の１

２億円に、あわら市園芸協議会取扱い高では、１２億円が６億を切っております。

これも１０年前の半分に落ち込んでおります。 

   特に、スイカ、ダイコンを中心とした重量野菜の減少が目立っております。 

   また、生産資材の高騰、運賃等の約２、３割の値上がり、また、販売面でも、流

通状況に変化が生じてきて、消費動向の変化で、生産環境が悪化し、生産者は危機

状況で、私はこの２年がヤマ場と思われます。 

   こうした状況を踏まえ、時代の変化に着実に対応し、園芸生産を安定的に発展さ

せるためには、具体的な対策を明確にし、生産構造の改革を進め、多様化する消費、

流通に対応した多彩な販売戦略の構築等により、坂井北部丘陵地のブランドイメー

ジを確立、向上させなければなりません。 

   対策といたしまして、ひとつ、１年中使えるハウスの導入、これは、安定的に年

中生産できるハウス。２つ目としまして、総合選果場施設の導入、現在、元の３町

にまたがって５箇所選果場を１箇所にして、資材や流通コストの低減を図る等を取

り組んでいかなければなりません。先日には、農政連から園芸・畜産の活性化と振

興に関する要請書を出させていただきました。また、ＪＡからは、２月に対抗しハ

ウス導入、総合選果場施設等の要請をまた、一昨日も国会本会議を傍聴に行かせて

いただきましたが、その時、農林省の方へも笹原議員も同行いたしましたが、園芸

の活性化と振興に関する要請を行ってまいりました。丘陵地園芸活性化振興に対し

まして国、地方自治体の行政支援が必要と思いますが、市長はどうのようにお考え

かお伺いをし、私の一般質問とさせていただきます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 篠崎議員のご質問にお答えをいたします。 
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近年、大地震やサイクロンによる災害、あるいは、干ばつ等による飢餓に苦しむ

国々など、世界的な食料不足が問題化しています。 

一方では、地球温暖化防止に向けたＣＯ２削減が叫ばれる中、化石燃料からバイ

オ燃料へと転換する取り組みがなされております。しかし、その原料となる穀物増 

産の影響を受け、小麦等の相場が高騰するなど、大きな矛盾を抱えながら、食料問

題は、世界的に深刻な課題となっていることは、議員ご指摘のとおりであります。 

さらには、中国製冷凍ギョウザやＢＳＥ問題、遺伝子組替大豆など、食の安全に

対する不安感が増大する中、国においては食料自給率の向上を、福井県では地産地

消を推進する取り組みが行われており、先の県議会２月定例会では、議員発議によ

る「地産地消推進条例」が可決されるなど、食の安全に対する関心が、急速に高ま

りを見せております。 

さて、福井県の食料基地とまでいわれた坂井北部丘陵地の畑作農業でありますが、

議員ご指摘のとおり、農業従事者の高齢化や遊休農地の拡大は、市としても深刻な

課題として捉えております。特に、遊休農地対策については、平成１７年度から、

南部平坦地区の認定農業者の手を借りたソバの作付けにより、少しずつではありま

すが、その解消に努めておりますし、１８年度からは、国の交付金事業を活用した

畑作再生事業による遊休地の解消に取り組んでおります。 

また、担い手の確保につきましては、ＪＡの柿生産部会を核に、干し柿などの加

工を取り入れた企業的経営体の取り組みを実践しておりますが、現時点では、地域

の起爆剤とは成り得ていないところであります。 

一方、１９年度から始まりました「品目横断的経営安定対策」や「農地・水・環

境保全向上対策」への対応が急務となり、水田農業における集落営農や担い手育成

を進めてまいりましたが、このことにつきましては、市としても、十分な取り組み

が出来たものと思っております。 

今後は、農業施策の中心を丘陵地の果樹や畜産を含めた畑作農業にシフトし、遊

休農地の解消をはじめ、企業的経営体の育成、そして、学校給食や温泉旅館とタイ

アップした地産地消の推進など、丘陵地の抱える課題を解消すべく、積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。 

このような中、去る６月２日には、ＪＡ花咲ふくいから「園芸・畜産の活性化と

振興に関する要請」を受けたところであります。これは、議員のご質問にもありま

したが、周年作への転換を図るための耐候性ハウスの導入と選果施設の統合や光セ

ンサー選果による品質向上などへの取り組み、また、畜産においては、飼料や資材

費等の高騰に対する経営対策など、園芸と畜産の振興について、行政の支援を求め

る内容となっております。 

これらの必要性につきましても、十分に理解をいたしておりますので、今後とも、

県やＪＡと協議を重ねながら、可能な限り、要請に沿った対応をしてまいりたいと

考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） １０番、篠﨑 巌君 

○10 番（篠﨑 巌君） 再質問をさせていただきます。集落がなくなるという限界集落

について、ひとつお伺いをいたします。ただ今の丘陵地の園芸算出額が大幅に減少

している大きな要因は、高齢化が大きな原因と思われます。深刻な課題と捉えてい

るということでございますが、そこで、あわら市の限界集落について、どのような

状況かまた、集落維持の支援対策についてお考えをお伺いをいたします。ちなみに、

１３１あるあわら市行政区別の６５歳以上の比率は、現在、２５％で４人に１人が

６５歳以上ということでございますし１０年後の６５歳以上予測では、３１．６％、

約３人に１人が６５歳という予測がされております。そういうことで、ひとつ限界

集落について今、説明した旨お伺いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長 坪田清孝君 

○経済産業部長(坪田清孝君) 篠﨑議員の質問にお答えをいたします。議員ご指摘のと

おりですね、限界集落とは、高知大学の大野名誉教授が唱えたものでございますが、

６５歳の住民が５０％以上を占めておりまして、冠婚葬祭や社会的共同生活の維持

が出来ない集落を指すものでありますが、去る２月ですね、国の予算委員会におい

ても、限界集落についての質問がございまして、その際ですね、福田総理の答弁に

は、「不便でもそこに住みたい人がいる。地域住民の意向は大事にする気持ちで対

応したい」とのことでありました。そこにですね、住むために、住むための営み、

特にですね、農林水産業などにおきましては、業として営めるだけの条件整備とい

うものが必要かと思われます。 

   現時点において、幸い、あわら市内では限界集落に該当する集落は、みあたりま

せん。ただですね、１０年後を考えますと、少々ですね、不安な集落がいくつか見

受けられるという状況でございます。 

   特にですね、農村集落よりも市街地において、核家族化による空洞化が進み５０

歳を越える行政区が出てくるという具合なことが考えられております。このために、

街内での地域活性化のために企業による雇用の創設、それから、新たなですね、地

域コミュニティの育成などが、対策を講じていく必要があるかと考えております。 

   なお、農村部においては、すでに農村集落の活性化と秩序の維持の観点から、国

の品目横断的経営安定対策と併せ、集落営農の推進や農地・水・環境向上対策の取

り組みをもって農村集落の再生を図って参りました。その内容については、今ほど

市長の答弁でも申し上げましたが、十分な成果があげられたものと思っております。 

   いずれにいたしましてもですね、農村水産業の進展や継続こそが地域の活性を促

して、ひいては環境の保全につながるものと考えております。ご理解を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 私の方から念のためですね、お答えしたいと思いますけど、今

ほど、篠﨑議員が１０年後高齢化率の数字を出されましたが、これは、担当の方で

出した予測でありますけでも、これは、決して統計学的に出した数字ではございま

せんので、あくまでも、当方で予測をした出生率だとか、生存率などを予測した数

字でありますんで、その辺は、ひとつ押えをよろしくお願いしたいと思います。 

○10番(篠﨑 巌君) 以上を持ちまして質問を終ります。 
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◇山口峰雄君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 

○５番（山口峰雄君） それでは、ご指名がいただきましたんで一般質問をさせていた

だきます。題目は、「金津創作の森の今後について」と「職員の採用について」こ

の２点について一般質問をさせていただきます。 

  今年７月にグランドオープンして金津創作の森は、１０周年を迎えます。ふるさと

創生事業が契機となり当時の金津町のＣＩ戦略として「「文化、芸術の発信基地」

としてあわら市のイメージアップ」、「創作活動を中心とした交流による地域住民意

識の活性化」、「将来に誇れる本物の文化遺産の形成」以上の３つのコンセプトを立

てて、合併後もあわら温泉とのタイアップをはじめ、特にイメージアップとしては

県内のマスコミの他に全国的にも大きく取り上げられており、大きな成果が出てき

ているものとして、私も評価を致しておる次第であります。特に地元の一人として

非常に自慢な施設が近くにあることを非常にありがたいと思っております。 

   先日、当初の計画よりも早く１００万人の来館者を達成して、日本には、あまり

例のない里山として、森全体が美術感としての機能を有しており、特色ある整備も

年々着々と進んで来ております。森の中には毎年著名な作家が公開製作した作品が

点在して、一方、森の中には著名な作家の指導のもとにガラス、陶芸等の体験がで

きる施設があります。体験者は合わせて１９年度には６,２７６人になっておりま

す。特に若い人たちにも魅力ある施設として認知されてきております。入居作家の

中には、大学の教授や講師として活躍されているなど私たちも知らないところであ

わら市のイメージアップに大きな貢献をされているようであります。 

   第３のコンセプトとして、あと５０年もすれば、森の木々が成長して重厚な環境

になり本物の文化遺産になると期待しております。 

   そこで、市長は、就任され１年が過ぎて、また財団の理事長としても１年になる

わけですが、３つのコンセプトによる運営の結果、その達成度はどうか。当初のコ

ンセプトでよかったのか。この点を交えて創作の森についての率直な思い、また、

今後の運営についてどのような気持ちで望まれるのかをお尋ねいたします。 

   また、経費がかかりすぎるという批判がありますが、これについてもどのように

思いですか。お尋ねいたします。まず、第１回目終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、１点目の「理事長としての率直な思いと今後の運営について」であります

が、金津創作の森は、平成１１年７月に地元各区のご協力をいただきグランドオー

プンし、本年、開館１０周年を迎えております。 

当初は、里山に立地するということで集客が心配されたと聞いておりますが、３

年目に１０万人を超え、以後、毎年１０万人を超えるご利用があり、本年５月に１

００万人に達しております。 
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ご承知のとおり、展覧会鑑賞、陶芸やガラス等の体験、結婚式、教育機関や福祉

施設の遠足等に利用されているほか、あわら温泉やその他近隣の温泉旅館との提携

を強化しており、創作活動による人の交流も盛んに行われるようになってきており 

ます。 

一方で、一流の現代アート作家に公開制作をお願いし、作家の期待に真摯に応え

るという姿勢で臨んで参った結果、現代アートの作家に「是非、金津創作の森で制

作を行いたい」と言っていただけるようになり、十分あわら市のイメージアップに

貢献しているものと思っております。 

なお、ご指摘の、あわら市の創作の森事業に対する補助金と委託料を合わせた額

は６,６２２万３千円で、平成１９年度の財団歳入決算構成比では５５.９％となっ

ております。あわら市一般会計当初予算に占める割合としては０.６１％となって

おりますが、近隣市の約０.６３％と比較して、必ずしも負担が大きいというご指

摘にはあたらないというふうに思っております。 

また、「コンセプトの達成度」は、県内マスコミの取り上げ方を見る限り、かな

り高いものと感じております。 

さらには、コンセプトが「これでよかったのか」ということでありますが、現代

アートを紹介するという点や、小中高の児童・生徒を対象に陶芸やガラス等の体験

をしていただいていることから、住民意識の活性化も十分果たしており、今後も現

在のコンセプトを堅持して参る所存であります。 

なお、「今後の方針」につきましては、市民の皆様の心を癒し、潤いを感じてい

ただける企画を提供し、誇りを感じていただける事業を展開して参りたいと考えて

おります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 先程、質問したかなと、重複するかもしれませんけれど、財団

の１８年度の収支報告書を調べてみますと管理委託料として２,６７７万円、運営

補助金３，３０５万円、このうち事業のための運営補助金５００万円。そこで、５

００万円の補助金をもとでに市以外からの寄付、補助金を加えると４,５４６万円

の収入になります。それにより４,４２３万円の事業をし、そして、残金が１２３

万出しておりまして、これを基金に積み立てております。 

   経営面から見てもこのようにすばらしい事業はないと思います。市以外からの寄

付、補助金の明細を明らかにして、この点についての感想をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○市長（橋本達也君） 「寄附・補助金の明細」についてでございますが、平成１７年

度には４２万円、それから、１８年度には１２３万円の利益を上げており、健全な

経営状況であると考えております。 

また、自主・共催企画の展覧会やイベントに対する寄附金は、平成１８年度では

１０２万円で、取引先や友の会企業など、延べ１１２社からご協賛をいただいてお

ります。 
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一方、補助金につきましては、財団法人地域創造、財団法人ＵＦＪ信託文化財団

及び福井県から合計５９０万円をいただいております。この創作の森の運営につき

ましては、なかなか経費のかかる事業でありますけれども、あわら市の一般会計に 

与える影響を極力減らしながらいろいろなご寄付等、ご協賛等をいただきながら努

力をしていると、この点では、私は、評価されて良い状況じゃないかなというふう

に思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 

○５番、山口峰雄君 今、市長の答弁にもありましたように、とにかく、５００万円を

もとでにこのようなでっかい事業をやってると、こういうことは、他のイベントに

はないと思います。他のイベントは、それを使い込んでしまうと、それだけの予算

でやるということが通常行われているんじゃないかと、このうように思います。そ

ういった意味で他の地域創造とかいろいろな財団からも今までも補助金をもらっ

ていると思います。こういったことは、なかなかできるもんじゃないしそれ自体が

イメージアップ、従って、あわら市のイメージアップに役立ってると思います。そ

れで、次の質問をさせていただきます。 

   今年度末でこの創作の森財団が指定管理者として認定した期限が切れるかとい

う具合に思いますが、今後さらに魅力ある運営と経営的なことを考えて、一般公募

する考えはあるかどうか一般公募してもっとノウハウのある立派な管理者を選ぶ

ということを考えるのもひとつの手だと思いますがこの点についてお伺いいたし

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 「指定管理者の一般公募」ということについてのお尋ねでござ

いますが、金津創作の森においては、平成１６年３月に指定管理者制度に移行いた

しまして、金津創作の森財団が施設の管理と事業の運営を行っており、今年度で協

定期間が終了いたします。 

なお、金津創作の森財団は、当施設の管理、運営を目的に設立をしたものであり

ます。つまり、この運営を目的にあえて作った財団ということであります。従いま

して、今しばらくは当財団を指定管理者として指定する予定でありますが、しかし、

将来的には、やはり安定性、効率性、経済性、あるいは、専門性や公益性など考慮

しながら、一般公募も検討していく必要があるというふうに考えております。 

   これにつきましては、庁内でもかなり、いろんな議論をいたしました。今、申し

上げましたように財団そのものがすでに設立をされておりますので、ここのところ

をやはり考えないわけにはいかないというふうに思っております。私の思いといた

しましては、再度、特命指定をいたしたいというふうに思っておりますが、その後

はですね、場合によっては、あまり長い期間に及ばない指定になるかもしれません。

これは、裏を返せば、将来、一般公募をしたとしても当財団が他社に負けないよう
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に他の一般企業に負けないように短期間で精一杯努力をしてもらいたいとそんな

思いもあって今、そのように考えているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ただ今の指定管理者は、とりあえずは、今度も創作の森の財団

にしたいというご答弁をいただきましたけれど、最近は、大きい企業でも、余裕の

あるところは、文化事業に意欲を見せていると、そういうこともありますし、そう

すれば、やはり、そういうところの方がもっと良いのがあるじゃないか、という気

がしましてそういう質問をさせていただきました。また、将来的には、その方面も

考えていくというご答弁なのでまた、よろしくお願いいたします。 

   次に、教育部長にお伺いいたします。５月の広報で「金津創作の森の情報発信と

市民の皆さまに親しまれる展覧会の開催と利用しやすい工房運営を行い、昨年度よ

り５,０００人の来場者増を目指します。」という重点目標を掲げられております。

具体的にどのような方法を考えているのか、５,０００人というのは、今程、１０

０万人にプラス５,０００人というのか、毎年１０万人近く来館するんですけれど

何をもって５，０００人かということとか、そういった意味で具体的なその方法を

お伺いします。 

  また、指定管理者制度により創作の森財団に管理運営をまかせていると思います

が、この部長方針は指定管理者制度の趣旨にそわないように、ちょっと思いますけ

れど、その点について説明をお願いします。先程、市長のご答弁にもありましたよ

うに、指定管理者制度にというのは、管理を任された人が一生懸命やって、よその

ところにも負けないでやっていくんだから、やはり、自主性を重んずるべきでない

かとそして、結果を見て判断するというのがそういう具合に私は思いますけれど、

その辺を勘案してひとつご意見をお伺いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君。 

○教育部長（出店 学君） 山口議員の４点目「重点目標と指定管理者制度」のご質問

につきまして、お答えをさせていただきます。 

従来から実施して参りました、金津高校の２年生全員を対象としましたクラフト

セミナーに加えまして、新たに、あわら市内の小中学校を対象としました体験を実

施し、来館者増につなげる計画をしております。 

さらに、ＪＲ芦原温泉駅構内に掲示板やスタンドを設置させていただき、より多

くの皆様に金津創作の森をアピールできるように、準備を進めているとこでござい

ます。 

この他、温泉旅館とタイアップし、体験をご利用いただいた場合には、料金を１

割引とする取り組みを平成１９年度から開始しているところです。 

一方、旅館や旅行代理店が予約しやすいようホームページに予約状況が解るカレ

ンダーを設けサービス向上を図っているほか、あわら市のケーブルテレビの積極的
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な利用も開始しており、市民の皆様に常に事業内容を知っていただくことにも力を

入れているところです。 

なお、５，０００人という数値目標でございますが、やはり、毎年１０万人前後

の方がお見えになっていただいております。少し高い目標でございますが、それに

向けしっかりといろんな事業展開をしてまいりたいというふうに考えております。 

次に、指定管理者制度の趣旨につきましては、今程、市長もお答えをしていると

おり、経費の削減を図りつつ、市民の皆様に対してより良質なサービスを提供する

ために、民間事業者を公募し指定することであり、運営主体は、あくまで指定管理

者であるとそういうふうに理解をしております。 

当然、創作の森財団の理事会あるいは評議員会が、こうした目標設定をすべきで

あり、本来、部長方針として広報に掲載するのは適当でないのかも知れません。 

しかしながら、金津創作の森はあわら市の施設でありまして、管理を任せている

とは言え、あくまであわら市の事業を行っているとの認識に立って部長方針とさせ

ていただいたものであります。 

今後も、財団の理事会をはじめとする意思決定機関の自主性を尊重しつつ、財団

とあわら市とが一体となって効果を上げて参りたいと思いますので、ご理解をいた

だきますようお願い申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 部長のご答弁いただいたなかにですね、温泉とのタイアップと

かということも出てきましたけれど、これについて、ちょっと、私も温泉とただ、

創作の森がタイアップするだけじゃなくて温泉とＪＡとか飛行機ですね、そういう

ものとの東京から例えば、割安キップであわら温泉へ行き創作の森で体験をしてや

るというようなツアーをやられるといいんじゃないかと、例えば、我々、東京へ行

く時は、東京のホテルとＪＡ、航空機、小松から行って格安で泊まれる。そういう

ことがありますので、ただやはり、そういう東京とか大都市から来てもらわないと

値打ちがないのでそういった意味で旅行のＪＡ等とのタイアップもさらにすすめ

ていただければ、いいんじゃないかとこういうご提案を申し上げまして、もうひと

つ、今の創作の森に関して、もう一つ、市長のちょっと見解を伺いしたいと思いま

す。 

   一つ、こういうような意見があるんですわ。貧乏なあわら市にちょっと贅沢な施

設だよというあれがあります。私らは、その思いますと、自分の家で考えて見ても

庭を作ったり、欄間をいれたり、そうしたりするってことは、ある程度、ちょっと、

余裕が出てくるとするのかもしれませんけれど、ある程度、やっぱ、周りをかまっ

たりそういったその芸術っていうですかね、そういうものにある程度、関心を持っ

てそういうものに接していくようになると潤いが出てきて、また、非常に生活が楽

しくなるとそういったことがありまして、やはり、贅沢なのか贅沢でないのかちょ

っとその辺の見解が知りたいわけですね。贅沢でなくて、明日、食う米がなければ
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当然中学校の改修やらそういったものができるはずもないし、とりあえず雨露凌げ

れば良いという具合な政策しかできないと思いますので、少し余裕があれば、こう

いったものを持つのは、非常にさらに、あわら市が発展する前向きで人に来てもら

って発展するのには、非常に良い施設だと思うんです。それで、例えば、今、団塊

の世代でいっぱいお金を持った都会のリタイア組がいますけれど、そういう人たち

は、やっぱり、あわら市の創作の森あたりは、非常に関心があるという具合に私は、

思っているんで、そういったことで最後に、贅沢なんか、このぐらいは僕は、持っ

て良いと思いますけれど、市長がどう考えてるか、最後、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 財政状況がどこの自治体も同じですけれど、厳しいなかにあっ

てこういう施設は、少し贅沢ではないかというご意見もあると思いますが、これに

ついてどうかというお尋ねですが、それは、その前に今、山口議員自身がご指摘に

なったようにいろいろなＪＲだとか航空会社だとかあるいは、その他、旅行会社等

とも連携しながらよそからお客さんを呼び込む手立てを立てるべきではないかと

いうご提案と私は、ついに考えてもいいのではないのかなとそれがひとつの回答で

もあるのではないのかなというふうに感じたところであります。そのことについて、

今、感じておりますのは、１０年間やってきたわけですが、現代アートが中心であ

ります。従って、なかなかその一般の方、一般の市民にちょっと、難しいと言いま

すか、理解しがたい面があるということも言われておりますが、私も確かに私自身

なかなか、理解できないようなことも正直ありますけれども、やはりこれは、鑑賞

力といいますか、それに、起因するのかなというふうにお思います。先だってのイ

ベントの時にも羽入館長がおっしゃっていたかと思いますけど、やはり、度々、芸

術に触れることによって、やはり、審美眼といいますか、鑑賞力が増してくるのだ

と、まず、来てもらうことが大事だというようなお話がありまして、私も、なるほ

ど、そうだなというふうに思っております。これはですね、やはり、他の県外から

の美術館だとか、あるいは、県内も含めたマスコミの方々からの評価、大変、高い

ものがありますので、逆にいえば、そういうところに、私達の市民のレベルがです

ね、到達するような手立てをやはり、これからも、講じていかなければならないの

かなというふう実は、思っております。ただしですね、この１０年間でちょっと私

がこれから力を入れるべきだなと思っておりますのは、従来からおられる、入居作

家の方々です。入居作家のおられるスペースをもう少し市民の方々、あるいは、市

外かのお客さまが来られるような、もう少し賑わいを持たせてもいいのではないの

かなと、そのことについて、入居作家の方々にもご協力をいただいて、できれば、

あそこの入居作家の作品をですね、買っていただくというような取り組みを今後し

ていくことも大事かなというふうに思っております。入居作家のおられるスペース

とそれから、ミュ－ジアムの方とこれは、少し、２つの核をですね、作る必要があ
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るのではないのかなというふうに感じております。それから、一番、根本的なお話

だと思いますけども、こういう文化だとか芸術というのは、確かにイタリアも昔も

そうだったんだろうと思いますけど、パトロンがいるからやはり、発展していくん

だろうと思います。あわら市が今そのパトロンと足りえるかどうかということかと

思いますけども、先程、申し上げましたように他市の状況と比べますと必ずしもあ

わら市が突出をしているというわけでもないようですので、やはり、この程度の財

政負担であるならば、やはり、すばらしい文化の拠点として全国に誇れる施設とし

てさらに、発展させていくのがもっとも好ましいのではないのかなというふうに感

じているところであります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 

○５番（山口峰雄君） 市長の答弁いただきまして、この施設というのはですね、現代

アートが中心といいますか、現代アートが主にやってきてはおりますけれど、昨年

なんかもキティーちゃんの話もありましたし、必ずしも現代アート凝り固まってる

というんですか、そういうことじゃないと思います。それで、とにかく県外の人が

結構多いしところがあわら市民の方は、少ないと、そういったことで非常にある程

度文句が出ると言うんですか、かと思いますけれど。やはり、これは、東京タワー

があると東京の人は登らないのと一緒で近くにあるとなかなか行きづらいと、行く

こともあると思います。そういった意味でどんどんみんなあわら市の方に来てもら

って現代アートとか創作の森を理解するように市としても働きかけて欲しいとそ

ういう具合に思います。また、こういうところに先程申しました、団塊の世代の人

が移住してくるように、また来てもらえるといいなと思いましてそういった政策も

考えてみたらどうかと、そういう具合に思います。それでは、一応、創作の森につ

きましては、このぐらいにしまして、次は、職員の採用について、ちょっと質問い

たしたいと思います。 

   今年度から久しぶりに職員の採用が開始されました。しばらく採用がなかったの

で、職員の年齢構成に歪が生じるのではないのかと心配しておりました。 

   今年７名採用された訳ですが、土木系１人、事務系６人と情報系０、情報系がい

ないようです。 

   最近は、ほとんどの業務がコンピュータ化されています。コンピュータ関連の予

算も膨大になってきていると思います。 

   福井坂井地区広域市町村圏事務組合が電算処理のほとんどを請負っているとい

うことで必要ないという意見もあるかと思います。それを利用している立場の市側

に専門知識を持っているものが必要ではないのでしょうか。市の業務にもコンピュ

ータにも精通している職員の養成が急務じゃないかとこういう具合に思います。ま

た、お金をだしている事務組合の仕事の専門的な面からのチェックも必要だと思い

ます。また、あわら市独自の施策のためのコンピュータの利用もあるかと思います。

以上の理由から情報系の職員の採用、これは、やはり必要ではないかと思います。
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この点について、市の考えをお伺いしたい。それから、次に地元の金津高校の卒業

生の採用があったかどうか。中高一貫を進めていたりして金津高校の支援に努力し

ているわけですがあわら市としては、やはり、金津高校のいろんな面での支援は当

然のことだと思います。その一貫で、金津高校の支援の更なる一つとして金津高校

卒業生の優先採用枠を設ける考えはないか。そうすれば、金津高校に優秀な生徒が

より多く集まるようになるのではないかと思います。そうすれば、高校の再編とか

っていう話も出てくるときにも有利な面が出てくるじゃないかと思います。 

   農業分野では、先程も地産地消が叫ばれておりますが、人材育成の分野でも地産

地消が重要だと思います。 

   県の職員採用枠にも福井高専の卒業生はある程度、枠があると聞いております。

県内の学校の先生方の出身もやはり、福井大学の教育課程の卒業生が多いように思

いますし教員採用でも有利だと言われてきております。 

   今年度採用された職員の出身は福井市１人、旧金津３人、旧芦原３人と聞いてお

りますが全て大学卒だそうです。 

   今年度は、バランスしているように思います。市の全域にわたってキメの細かい

行政サービスを提供するためにある程度、地域に配慮した採用を考えることが必要

でないかと、地域の面からもそういう具合に思います。 

   採用試験の結果だけでなく、地域、高卒、大卒、事務系、技術系、新卒か過年度

卒か、など各方面からのバランスが必要でないかと思います。 

   最後に今回の質問をする上で新人に対する情報が何もないということに気が付

きました。 

   希望をもって入ってきているのだから、新人の紹介を広報などで取り上げるのも

いいのではないかと思います。ＪＡの職員の場合は、写真入りで新人の紹介をして

おります。本人も希望を持って入ってきたのでそういうことをすれば非常にうれし

いのでないかと、そう思いましてこのことについて、ご質問させていただきます。

よろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長（橋本達也君） 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

国においては、行政分野へのＩＴ、いわゆる情報通信技術の活用とこれに併せた

業務や制度の見直しにより、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、信

頼性及び透明性の向上を図ることを目的とする電子政府の構築が進められており

ます。 

これは、地方自治体においても同様であり、本市においては、これまでに、住基

ネットワークといった全国規模のものから、戸籍システム、庁内ネットワークとい

ったローカルなものまで、様々なシステムの導入を図ってまいりました。 

この結果、議員ご指摘のように、情報部門の業務は、広範囲化、高度化すること

となり、ますます、その専門性が高くなっているところであります。 
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しかしながら、情報通信技術の専門性とその変化の早さにかんがみ、業務システ

ムの構築やメンテナンス等に当たっては、多くの自治体で、専門職を採用するので

はなく、民間の専門家の活用や委託といった形での対応となっております。 

また、人事管理の面から申し上げますと、本市のような小規模自治体においては、

少ない職員を効率的に配置するため、多くの部署を定期的に異動させるキャリアア

ップを図っていく必要があります。 

専門職を配置するメリットを否定するものではありませんが、現時点では、特定

の部署に、職員を固定するデメリットの方が大きいのではと判断いたしております。 

以上のようなことから、本市においては、今のところ、情報部門における専門職

の採用は考えておりませんのでご理解を賜りますようお願いをいたします。 

次に、金津高校の卒業生の採用はあったのか、優先採用枠を設ける考えはないか

とのことでありますが、同校を卒業し進学をした後、採用をされた職員は、今年度

に限らず多数おります。 

また、特定の学校に限った採用枠というものはいかがなものかなと考えておりま

すが、「高校生枠」については、今後、上級試験の実施などとともに検討をいたし

たいと考えております。 

次に、地域に配慮した採用をとのことでございますが、このことにつきましては、

採用にあたっての公平性の観点から、実施は困難であると考えております。 

最後に、新採用職員の紹介を広報などでしてはどうかとのご質問でありますが、

確かにＪＡなどでは、写真入りで紹介をしているようでございます。これは、ＪＡ

の業務上の必要性によるものではないかと考えられます。 

しかしながら、市においては、広報の性格上、職員個人の記事を掲載することに

多少の疑問があるほか、自治体レベルでは、人事異動関連で氏名の掲載はあるもの

のそれ以上の取り扱いをしているところはあまりないのが実情でありますので、ご

理解をいただきますようお願いをいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 市長のご答弁で技術系は無理だということをおっしゃっていま

したけれど、これから使う、発注する側もそういう知識というのはないとなかなか

相手に牛耳られるといいますか、土木系なんかは、必ず、土木技術者がいて、いろ

いろ試算をしてですね、設計して、設計価格を出して、という具合になってるんで、

情報系なんかも確かに、技術者を固定するという弊害があることは、あるかと思い

ますけれど、どこの部署に行ってもコンピュータがない部署はないと思います。コ

ンピュータを使ってない部署というのは、恐らくないと思います。そう言った意味

で、その部署へ行けば行ったなかでコンピュータの利用というのはありますから、

逆にいいますとそういう技術を持っている人が業務にも通じるとそうなると非常

にコンピュータ利用の仕方が進むじゃないかとこういう具合に申し上げましてま

た、そういった面でお考え直しをしていただければなと思いまして私の質問は、終
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わりたいと思います。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、１１時２０分に再開いたします。 

（午前 11時 10 分） 

 

◇関山博夫君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可

します。 

○7 番（関山博夫君） ７番、関山でございます。通告順に従い一般質問させていただ

きます。私の通告は一覧にございますが、もう一度、確認させていただきます。数

日前６月１日でございますが、市街の学童通学路である道路上の街路灯が倒壊した

わけでございます。公道の構築物の危険に対して格段の配慮、緊急かつ迅速な対応

が必要と思われるがどうかという質問でございます。質問は、そういうことでござ

いますが、ちょっと前段でお話させていただきたいと思いますが、今回におかれて

は、6 月１５日までというこでございますけれども、非常に悲惨な事故が国内で現

されたと、これが、福井の方でも関連がある、ナイフを福井で販売した、そのナイ

フでいわゆる秋葉原ですね、日本全国の一番繁華街であるこの秋葉原での事件とい

うのは一つの象徴的な流れではないかなと、今、私達の身の回りは、非常に大きな

問題を抱えている。フリター問題、あるいは、ニート問題を含めですね、青少年の

いろんな育成にあるいは、我々のこれからの日本を託していく若者達のなかで非常

に大きな混乱があるのかな、ということも交わされております。今回、国会におい

ては、また、福田総理の問責決議案が参議員に可決されたりいろんなことでの捻じ

れがあるわけでございますが、私達このあわら市においては、それらも全く影響の

ないことではないかなですね、この地方都市であるあわら市のなかでひとつひとつ

の丁寧な混乱の収拾、あるいは、改善というものを果たしていかなければならない

ということを改めて一言申し添えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、私の一般質問をさせていただきます。先日、先程、申しました６月１

日でございますが、「あわら温泉の街路灯が、自動車の接触により倒壊いたしまし

た。」とお聞きしました。それに対しまして、私は、非常に驚いたわけでございま

す。街路灯というのは、すなわち鉄骨であります。車が接触して倒れるということ

についてどういうことなのか、ちょっと、びっくりしたわけでございますが、接触

するというのは、追突と言いますか、コツンと当たったわけですが、そこで、その

街路灯が倒れてしまう。どういうことなんだろうということで後で現場を確認させ

ていただきましたら、根元から要するに崩壊しているということでございます。そ

れだけですね、いわゆる、その構築物が脆いといいますか、そういう状況でありま

す。鉄骨作りであり、よほどの車両の損傷事故があったのかなと車も大破したのか

なと思っていたらそうではないということであります。 

現場は、児童通学路にもなっている道路でありましたが、幸いにも、通行人や付
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近の建物に全く損害が無く、いわゆる、道路に面して倒れたわけでございます。管

理をしている観光協会の私も理事を務めているわけでございますけれども通行人

や付近の建物に全く被害が無かったということについては、本当に不幸中の幸いで

あったなとそのように感じております。 

   今回は、自動車の接触が倒壊の最終原因となりましたが、温泉街の街路灯は設置

後、長い年月が経過していることから、著しい老朽化が進んでおり、自動車の接触

のみならず、台風や豪雨などの自然災害による倒壊も危惧されているそのような状

況であると私は認識いたしております。国内においてはですね、能登地震、そして、

新潟地震、近場においては、中国でございますけれども四川大震災というような、

ああいう大きな自然災害ではなくてもですね、自動車の接触で倒壊するということ

については、どんなもんかなと私はそのように思っております。 

   このことから、老朽化した街路灯については、観光協会において、現場を把握し

ながら計画的に毎年２基ずつ更新をしているということでございますが、その程度

の整備量では、到底老朽化に追いつけないのが現状であると私はそう思っておりま

す。 

   更新事業に対して、市から費用の２分の１程度の補助金をもらっていますが、残

りの２分の１は、観光協会として自主財源の手当てが必要となり、ご案内のとおり

現在の観光協会の経済状況からは、さらなる街路灯の更新への自主財源は誠に困難

であり、街路灯の維持管理に大変苦慮しているということも聞かれております。 

   街路灯の老朽化は、温泉街の景観を損なうばかりでなく、市民や観光客の身体や

財産にも危険を及ぼしかねず、万が一にも事故が発生するような事態になれば風評

被害を含めて、あわら温泉へのダメージは、計りしれない大きなものとなることが

予想され、維持管理を預かる私ども、観光協会といたしましても大変、危惧をいた

しておるところでございます。 

   このことから、早急に温泉街の街路灯を一斉に更新し、市民もそして、観光客も

安心して歩ける安心安全な街づくりに付則した「安心安全で快適なあわら温泉街」

を市が事業主体となって構築するべきであると考えますが、以上、市長の考えをお

伺いさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 関山議員のご質問にお答えをいたします。 

議員ご指摘の温泉街の街路灯については、自動車の接触により倒壊したものであ

りますが、人や建物に被害が無かったことは、不幸中の幸いだったと考えておりま

す。 

なお、事故処理についても、街路灯の管理者である観光協会の迅速な対応で、安

全確保がなされると共に、倒壊した街路灯の処分やそれに要した費用についても既

に処理されていると聞いております。 

市といたしましては、従来より公道上の危険な占用構築物については、管理者自



 50 

らで撤去していただくか、適正な管理をしていただくよう指導してきたところであ

ります。 

さて、あわら温泉街の街路灯については、主に旧芦原町が観光協会の負担を得な

がら設置したもので、施設そのものは観光協会の管理物となっており、電気料は地

元が負担をしております。 

この街路灯は、議員ご指摘のとおり、設置後長年の歳月が経過し老朽化が進んで

いることから、管理者である観光協会において、毎年計画的に２基ずつ更新を行っ

ており、市といたしましても、これに係る費用の２分の１を補助いたしております。 

しかしながら、毎年２基ずつの更新では老朽化に追いつかず、観光協会でも財政

的な面で街路灯の管理に苦慮しているとの実情をこれまでも伺っております。 

そこで、温泉街の街路灯の再整備については、温泉街の現状や市全体の街路灯の

設置経緯等を考慮するとともに、地区毎に整備方針を検討し、地区との話し合いに

よっては、現在のような街路灯として再整備するのではなく、防犯灯としての整備

に切り替える方策もあると考えております。 

いずれにいたしましても、単に街路灯だけを考えるのでなく、基本的には、都市

計画の一環として、温泉街の修景整備の中で考えるべきものであります。温泉街全

体を、何よりも市民が住んで良しと感じられ、観光客が訪れて楽しいと思うような

まちづくりの観点から総合的に整備すべきであると考えております。 

ただ、こうした総合的なまちづくりの整備については、多額の経費が必要である

ことから、国の助成制度を活用するにしても、財政的に厳しい現状では直ちに取り

組むことは困難でありますが、今後とも観光協会や商工会、旅館組合等の関係団体

や地元との協議を進めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお

願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君 

○７番（関山博夫君） 私は、くどくど申すことはよしておきますので、私の率直な意

見ということでお聞き取りいただきたいと思います。 

   観光といいますとですね、四川大震災のいわゆる、あそこもですね、非常に大き

な観光地なわけですね、観光地というのは、非常にどういいますか、地形的な意味

で自然災害の後、忘れた頃にそういう自然の景観というものが現れるようなそうい

う四川大震災の場所なんかも地震の巣であったとそれは以前、中国というものの閉

鎖性があって国外には、知らせていない状況のなかで多くの観光客も日本から四川

の方へ訪れていた。しかし、災害と言うのは、我々の自為の図るところでないとこ

ろで災害が発生するということであります。この、我々もあわら温泉に長く在住い

たしましてこのあわら市は、すなわち、農業と商工業ですね、今一番大事なのはそ

こでございますが、更に、それをいわゆるサポートするものとして観光という先程、

山口議員からも、多くの創作の森のお話をさせていただきましたが、外資といいま

すか県外から来られる方、もちもん、県内、あるいは、在住の方々も愛されるあわ
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ら温泉でございますけれども、多くは、やっぱり、県外、あるいは、国内から来ら

れる観光客の方々のいわゆるご認識でもってやっぱり成り立っているこの観光地

でございますのでそれらにつきまして、あわら市の市長様におかれてもですね、そ

のような、ご認識でひとつ整備方をお願いをしたいということでございます。 

  ちょっと、原稿が書かれておりますので、その原稿に即してお話をさせていただき

ますが、私、事故をもってですね、国の国会議員の先生方にお話をさせていただき

ました。そこで、山本拓先生の方からのお話を賜ったわけでございますが、先程、

市長は、２分の１をあわら市が負担しているだよと、そして、あわら観光協会は、

その２分の１のその分を会員よってなされているとなればですね、国のいわゆる、

そういう助成あるいは補助というのもがあるのかということで少し検索させてい

ただきましたところ先生からは、環境庁、今、地球温暖化の問題で環境サミットが

洞爺湖であるわけでございますけれども、それらにつきましてでございましょうか。

あるいは、以前からでございましょうか。環境庁が国の２分の１の補助を持ってで

すね、そういう整備をします。それは、何かといいますと環境庁は、電力をいわゆ

る削減するものとしてＬＥＤというひとつの電気システムがあるそうでございま

す。私は、そのちょっと詳しいことは、存じておりませんが、いわゆる、裸電球と

いう熱電源からあるいはその蛍光灯、蛍光灯からＬＥＤというものに進化していく

形のなかでそういう電力をですね、できるだけ削減した形での街路システムがある

んですよと、そうなればですね、先程、申されたところの住民は、電気をいわゆる

負担している。そうなると電気料金が下がるということになりますと、いわゆる節

電しなくてもですね、もちろん、昼夜においてつけるわけじゃありません。夜間に

おいて点けそして、日が上がれば要するに電気が消え、というような、いわゆるそ

の観光客だけではない、住民の方々にとって非常に効率的なそういう物があるんで

はないかと、そして、その２分の１のいわゆる補助というものは、前回でしたかね、

前々回でしたか、山口議員からも市長は、非常にアクティブな方であるわけですか

らあるいは、そのネットワークを持ってらっしゃるわけでございますから、それら

の方々にですね、それらの趣旨をご説明いただければ、すなわち、それらえのアク

セスというのは、直ちに行くではないかなとそのように感じております。いずれに

いたしましても、そのいろんな意味でプラスの部分をですね、積極的に活用されて、

そして、私たちの街づくりにですね、安心と安全、そして快適な環境を整備をです

ね、いち早くその取っていただくように一つそれらをお願いして、私の一点の素心

と言いますかそれだけのお話をさせていただきたいと思いますので意見として一

つ取っていただければ結構かと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。以

上、関山でございます。質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（東川継央君） 休憩します。 

（午前 11時 39 分） 
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○議長（東川継央君） 再開します。 

（午前 11時 39 分） 

 

◇八木秀雄君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１番、八木秀雄君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 1番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） １番、八木。それでは、２つの一般質問をさせていただきます。

最初は、芦原中学校の耐震診断結果速報値の概要について市長の答弁をお願いしま

す。２つ目は、市民のための交通安全対策について質問をさせていただきます。 

それでは、先般、芦原中学校の耐震結果の速報の概要について、耐震診断結果で

は建物の耐震ランクは、南校舎Ｄランク、北校舎Ｄランク、北校舎渡り廊下Ｅラン

ク、図書館Ａランク、体育館Ｅランク、技術棟Ｅランクの様になっていますがＤラ

ンクおよびＥランクは、かなり耐震性が劣ると思われます。 

補強後２０年程度は使用すると思いますが、これからの維持管理を考えると、芦原

中学校は補強するに値する建物であるかどうか、どの様に考えているかご説明を願

います。 

２つ目としまして、補強費用の概算が示されています。この費用は耐震補強のみ

に必要となる費用で、その他にリフレッシュ費用および仮設住宅費用が必要になる

と思います。全体工事費として、どの程度、見込んでいるかを説明願います。 

３番目に補強の工事期間は、どの程度、見込んでいるか、説明を願います。補強

工事期間中の問題点があれば説明を願います。 

４番目に耐震補強、改修する場合と新築する場合の工事費の比較をもう一度説明

を願います。 

当初案で新築の場合３０億円程度との積算結果がありますが少子化を見込んだ

施設規模の見直しを行い、校舎面積の適正化、仕上げなどの簡素化。備品などをリ

サイクル使用するなどしてコスト縮減を図り新築することも考えています。 

これより大規模なコストダウンが図れるのではないかと思われます。再検討を願

います。工事費の比較をもう一度説明を願います。以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 八木議員のご質問にお答えをいたします。 

５月３０日開催の全員協議会におきましてご説明をさせていただいた「芦原中学

校の耐震診断調査の速報値概要」につきましては、あくまでも中間報告で、確定値

は、福井県耐震診断等評定委員会の判定後となり、概算費用につきましても、診断

結果に基づき、耐震計画を作成したうえで、実施設計により費用が決定されること
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になります。 

そこで、まず、１点目の「芦原中学校が耐震補強工事をするに値する建物である

か。」とのご質問でございますが、中間報告では、建物は、耐震補強工事により耐

震性を確保できるとの報告を受けております。 

ただ、今後の維持管理や十分な教育環境を確保することを考慮すると、相当の改

修が必要であると考えております。 

次に、「改修を含めた全体の整備費」についてのお尋ねですが、現段階では、改

修内容を含め、どのように教育環境を整えるかといった、具体的な整備方針を決定

しておりません。従いまして、全体の整備費については、議員の皆様に教育的観点

や財政的な観点からご協議いただいたうえで、決定したいと考えております。 

３点目の「工事期間及び工事期間中の問題点」につきましては、耐震補強工事と

大規模改修工事は、同時に施工するのが一般的であり、工事の規模や仮設校舎の建

設の有無などにより工事期間が決まります。 

なお、工事に伴う問題点としては、工事騒音や教室等の利用制限、生徒の動線の

制限などが考えられます。 

いずれにいたしましても、学校を運営しながらの工事となりますので、できる限

り短期間で、且つ生徒の学校生活に支障とならないような配慮をしなければならな

いと考えております。 

最後に、「コスト縮減をして改築した場合と耐震補強・改修との工事費を比較す

るとどうなるか」とのご質問ですが、先程も答弁させていただいたように、耐震補

強工事・大規模改修につきましては、現段階では、整備方針も決定していないこと

から、工事費の試算は行っておりません。 

また、議員が想定する改築費の算出も非常に困難であると判断しており、現段階

では、いずれの工事費も試算することが不可能と考えますので、ご理解をお願いい

たします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 市長の答弁をお聞きしますと卒がない答弁で本当に決まってな

いということで、そういう答弁を受けるんですけど、耐震評価委員会の査定は、計

算法が間違っていないかどうかの査定だけであり学校の全体の整備方針等につい

ての妥協性についての評価は、範囲以外となっています。よって耐震調査の速報値

が中間報告で最終的な診断結果ではないとしてもあわら市の基本的な方針が決ま

るものではないと思われます。実施設計に入る前にあわら市としての中学校整備に

対する考え方また、条件整備をする必要があると思いますが、市長の考えを具体的

にお聞きをしたいと思います。また、予算の配分で子供の安全及び教育環境の整備

を最優先する覚悟があるかどうか。あわら市の学校の返済方法を含め具体的な予算

の範囲を示してほしいと思います。補強の実施計画に入る前にいくつかの建設パタ

ーンによる建設費と維持管理費の概算や問題点をまとめ比較する検討があるので
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はないのかとこのように思います。市長のご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 現在出ている診断結果はあくまでも中間報告であります。最終

的な評定委員会の結果がでるまでが正式なものになりますけれども、この中間報告

のＡＢＣＤＥとですね、最終的に評定委員会のＡＢＣＤＥに差が、違いがあるかな

いかこれは分かりません。あまりないような、気はいたしますけれども。いずれに

しても、その評定結果が正式なものであるということは、まず、ご理解いただきた

いと思います。現在の中間報告値を持ってですね、これを議会としての議論の出発

点にしていただいても、これは結構かなと思いますし、これは、理事者としてもそ

のように考えております。ただ、耐震工事だけであれば、現段階でも、一定の試算

が出ておりますので、その金額はおおよそ把握できるかと思います。ただ、問題は、

耐震以外のですね、いわゆる、大規模改修の部分です。もっと分かりやすく申し上

げれば、どの程度のグレードの改修を行うかとこの辺に行き着くかと思うんですけ

ども、この辺についてのですね、議会としての十分なご議論は、まだこれからであ

ります。そのようなご議論を基にして、また、最終的に理事者としての考えを決め

ていきたいと思っております。従って、現段階において、大規模改修経費がどれく

らいになるかという試算は、これは、まったくできないわけであります。そこのと

ころは、是非、一つご理解いただきたいなというふうに思います。後、もう一点は、

子供の安全のために予算配分する最大限の努力するのかというなんかご趣旨だっ

たと思いますが、これは、当然のことでありまして、先程の一般質問でもございま

したが、これは、子供だけではなくてですね、市民の安全のためには、最大の配慮

をしていかなければならないというふうに思っております。中学校の整備にどのよ

うなパターンがあるのかと、そういうご質問だったように気がしますけども、これ

につきましてはですね、やはり、議会として前回、芦原中学校については、大規模

改修というご決定がございますので、現段階では、その考え方の基で今、検討して

くというよりほかないと思いますのでこの点も一つご理解をいただきたいと思い

ます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １番、八木秀雄君。 

○１番（八木秀雄君） 今、市長が我々、議会に対して十分、協議、検討していただき

たいという具合にお答えしていたんですけど、何回も言いますけど、やはり十分に

検討するには、やはり、市の方からいろんな先程、言いましたようないろんあパタ

ーンとかそういうものを出していただかなければ、やはり、僕は、なかなか、議員

だけでは、協議するのも難しいんではないかと思います。しっかりとやぱっりこう

いうパターンもあるこういう方法もあると、いろんなものを出して、そして、それ

が本当に返済していかれるのか、そういうこともやぱっり含めてやらなければなり

ませんので、やはり十分に資料を出していただいて、勿論、市長の、やはり学校に
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対する考え方、思いというもの、やはり我々にも聞かせていただきたいし、それや

っぱり、協議していきたいと思います。答弁はいりませんので、一つよろしくお願

いします。 

   それでは、２番目に交通安全の市の対策と市民の対策について、質問をさせてい

ただきます。前置きにちょっと、私の考えを話しさせていただきたいと思います。

昨今、日本全国でこれまで考えられなかった凶悪な犯罪が発生をしてます。しかし、

今現在、じっくりとあわら市民約３２,０００人のもっとも身近な危険は何かとい

うことを考えてみました。それは、通り魔事件でもありません。殺人事件でもあり

ません。勿論、これらの凶悪な犯罪を防止することは、非常に大事なことだと皆さ

んも当然のことと思ってます。現実にボランティアの方々の活発な活動もあると知

っております。それじゃ、あわら市民の一番危険、一番不安は、何であるのかとい

うとそれは、非常に身近に毎日発生している交通事故であると考えています。不慮

の死、つまり突然、家族から友達から姿を消してしまう。非常に悲しいことは、殺

人事件でありませんし、通り魔事件でもなくそれは、交通事故なのです。昨年、１

年間、あわら市で交通事故による命を落とした人は、３人、けがをした人は何と１

３６人、その内、重症をおった人は２１人も上っております。あわら市約３２,０

００人、小さな幼稚園から８０歳で車を運転している人たち、朝「行って来ます。」

と玄関を出てから「ただいま」と帰宅するまでの間、このあわら市で生活をしてい

る以上、みんなが等しく交通事故の被害者に会う可能性があるのが交通事故であり

ます。交通事故は、昨日まで、いや、さっきまで朝、元気で「行って来ます。」と

笑って出て行った人が突然亡くなることです。本人は基よりその家族まで不幸にす

るあわら市民の一番の危険、不安であると思います。私は、あわら市民として、今、

交通事故の防止をすることが一番の取り組む課題だと思います。 

  それでは、質問をさせていただきます。市が主体とする市民のための交通安全対

策について質問します。あわら市が主体として、市民のための交通安全対策を図る

ことが、今、必要であると思います。あわら市は、他の地区に比較しても交通関係

機関団体の活動がより積極的であると思います。 

しかし、あわら市が中心となって横の連携を取ることによって、さらに効果的な

交通安全対策を図ることが必要と考えます。そのためには、まず、あわら市が「交

通安全対策を積極的に推進します」という宣言をする必要があると思われます。 

行政、自ら交通安全対策を率先しなければならないと思います。 

交通安全対策がありましたら具体的に答弁を願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

あわら市の交通安全啓発活動は、交通指導員、あわら交通安全協会、交通安全母

の会が中心となり、市とあわら警察署との緊密な連携のもと年間をとおして様々な

事業を行っております。 
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議員ご承知のとおり、その活動は多彩で、交通指導員では、年４回行う交通安全

県民運動の街頭指導のほか、幼児園児や小学児童、高齢者を対象とした交通教室、

市のイベントでの交通指導等。 

あわら交通安全協会では、交通安全県民運動の街頭指導のほか、期間中の分会に

よる安全運転啓発、安全茶屋の開設、地域の危険個所の点検等。 

また、交通安全母の会では、交通安全県民運動の街頭指導、飛出し坊やの作成、

安全茶屋など安全運転啓発活動を行っております。 

その他各種交通安全団体にも、安全対策に協力を得ており、八木議員ご自身が毎

朝行われております交通安全活動に対しても、敬意を表しますとともに深く感謝を

申し上げる次第であります。 

なお、夏と秋の交通安全県民運動では、市職員も早朝街頭指導を行っているとこ

ろであります。 

   平成１９年のあわら警察署管内の交通事故発生状況は、死亡事故こそ３名となり

前年の２名から１名増えたものの、人身事故数、負傷者数や物損事故件数は、前年

と比較し１６％から２２％の大幅な減少となっております。 

これは、関係団体の皆さんの地道で、献身的な活動が、このような着実な成果と

なって現れたものと考えております。 

   しかし、一方で、依然として無謀運転、危険運転や飲酒運転などドライバーとし

てのモラルが問われるような事故が後を絶たず、特に、本県を縦断する基幹道路で

もあります国道８号は、県内外の車両や大型トラック等が数多く通行し、昨年は２

件の死亡事故が発生しております。 

このような悲しい事故をなくすには、市民一人ひとりが交通ルールを守り、交通

マナーを実践するなど、安全意識の高揚を図ることが重要であり、そのためには、

地道で、息の長い啓発活動の実践が何よりも大事であると考えております。 

市においても、今以上に関係団体、関係機関との連携を一層密にし、活動しやす

い環境づくりに最大限の支援をしていきたいと考えております。 

また、市の交通安全対策の一つとして、交通安全に対する市の姿勢をアピールし

てはどうかとの議員のご提案についてでありますが、このようなアピールを効果あ

るものにするためには、市民や関係団体を巻き込んだ形で、市民と行政が一体とな

って推進することが重要であり、今後、関係団体の皆さんとも十分協議し、検討し

て参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 1番、八木秀雄君 

○１番（八木秀雄君） 今、市長の答弁のなかで平成１９年度は、前年度に比べて１６％

から２２％の大幅な減少したという答弁を受けてます。これは、各種団体の皆さん、

地域の地道な献身的な活動が確実にこのような成果が現れたと、このようにも答弁

をしてます。しかし、私が調べた結果、平成２０年度の５月現在、交通事故と思わ

れるものは、１９年度よりも５６件増えております。このまま行きますと、昨年よ
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りも交通事故件数は多くなるのではないかと思われます。また、今年の５月現在ま

でに１名の死亡事故がございました。市長もご存知のように８号線の中川で起きま

した。５月末で交通事故で、今年の２０年度の 5月末で交通事故でけがをした方は、 

  お聞きしますと７４名でほとんどの方があわら市民という具合に聞いております。 

市長は、横の連携を各種団体と取りながらがんばっていけば、減少するんではない

かという具合にしましたが、現実的には、このような数値が出ていると思います。 

私は、交通安全協会とかご父兄方の交通安全の各種団体がいくつかあると思いま

すが、やはり、市長が中心になりましてやっていただければその横の連携もより一

層深まるのではないかとこのようにも思います。また、私、個人的な考えでござい

ますけど私が調べた結果ですけど平成７年ですね、平成７年の１月に金津芦原坂井

交通事故抑制対策協議会というのが市長が町会議員の時ですかね、作られておりま

す。是非、この抑制協議会をあわら市でもう一度、是非、立ち上げていただきたい

とこのなかの目的には、このようなことが書いてあります。「本協議会は、交通事

故の減少を目指し官民一体となった先制的な総合交通事故抑制対策を講じるため

に各種交通安全団体間の総合調整を図るとともに市民の交通マナー向上を図る」と

そういうことを目的にするということでいろんな関係の人たちでこの組織を作っ

ております。是非、ご提案ですけどこれをもう一度復活させていただきたいなとこ

のように思われます。 

もう一点ですけど、１週間前ぐらいですかね、池田町が死亡事故を２,０００日、

死亡事故が０件だというのが、池田町で１週間前ぐらいに達成したとうことをお聞

きしました。それをよくお聞きしますとやはり、池田町は、県内で交通安全の条例

を作っているとそういうようなことも聞きました。我々議員も２年ぐらい前に条例

ではございませんけど「飲酒運転を撲滅する」という宣言をしました。やはり、大

事な市民を守るため、そして、このあわら市というところは、全国からたくさんの

方がドライバーの方、そして、いろんな方がこの来る街でございますのでやはり、

良い思い出を作るためにもやはり、我々市が一丸となってそういうことを市長自ら

率先してやっていただいて、尚且つ我々議員に理解を求めて、こういうことを立ち

上げようとそういう姿勢を是非、出していただきたいと思います。そのことについ

て、市長のご答弁をお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 再度のご質問のなかで今年度はですね、昨年に比べてちょっと

事故数が多いというご指摘がありまして、一昨年に比べて昨年が減っているのは、

今、いろんな皆さん方のご努力の結果であって、それで良しと私は申し上げている

わけではありませんので、尚且つ、その力強く進めていかなければならないという

ように思っております。今程、ご指摘のように今年度が昨年度より多いということ

であれば、なおさら、その努力をしていかなければならないとうことでございます

ので、そのように先ず、ご理解いただきというふうに思います。なお、今程、交通
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事故の抑止協議会というような組織のご案内ございましたが、私自身この協議会に

つきましては、よく理解しておりませんがそのような横の各種団体の横の連携を保

つということは、これも大事なことかなと思いますので、こういうことも含めなが

らですね、今後の対応については、考えて参りたいというふうに思っております。

それから、今程、池田町では、死亡事故ゼロ２,０００日ということですが、それ

については、その何らかの条例があるというご案内でした。私は、この条例のこと

についても存じませんが、一体どのような、条例があってそれによって効果がでて

いるものかどうか等々につきましてもこれも、これから十分調査をし、検討をして

いきたいというふうに思っております。私も各種の交通安全事業につきましては、

積極的に参加をしておりますし、それから、各種交通安全関係の団体が行っている

事業につきましては、市の方からも応分の助成等もしておりますので、そういう意

味では、私自身も積極的に交通安全について努力をしているというふうひとつご理

解いただきというふうに思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部理事 長谷川忠典君 

○市民福祉部理事（長谷川忠典君） 今回、初めて答弁させていただきます。よろしく

お願いします。先ほど、八木議員の交通事故抑止対策協議会のことにつきまして説

明させていただきます。八木議員、ご承知のとおり平成７年から平成１５年まで金

津署管内ですね、金津・芦原・坂井交通事故抑止対策協議会というのを設けました。

平成１６年に芦原と金津が合併しまして、あわら・坂井交通事故抑止協議会という

名称に変わりました。その後、平成１８年３月に坂井町が坂井市と合併しとことに

よりまして、警察署の管轄の範囲が変わりまして、平成１７年度でこれを解散をし

ております。目的につきましては、八木議員、言いましてとおりの目的でございま

すが、一番、この協議会の目的としては、「死亡事故をなくそう」ということでご

ざいまして、この協議会が解散しましても警察それから行政、それから、交通安全

関係団体、道路管理者が現場で検証しまして、その対策、何故、死亡事故が起きた

かというような検証、それから、今後の対策等を協議してそれぞれの、対策を講じ

ているところでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １番、八木秀雄君 

○１番（八木秀雄君） 私もこの一般質問をする前に調査をした結果ですけど、福井県 

  越前町というところがあるんですね、この越前町は、飲酒運転が県下のワースト１

ということで、これは非常に恥ずかしいことだということで、これを何とかワース

ト１からはずそうということで努力をしたというお話を私、聞きましたので直接、

越前町まで行きまして、その担当の方のお話を聞いてまいりました。越前町も先程、

言いましたようにいろんな町の組織がですね、合併によっていろんな組織をしたい

うことで非常に混乱をしてたわけですけど、やはり、ワースト１を何とか解消しよ

うということで職員というですかね、そこにも安全協とかいろんな会がございまし
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て、けどやはり、市が中心となりましてこれを何とか解消したと、そして、これも

非常に県警の方から、本部長の方から認められましてやったというようなそういう

事例もお聞きしてます。是非、やはり、他の市町村の良いところ、みんながやる気

になるというですかね、そういうカンフル剤は、どういうところにあるだというこ

とを聞いてくるのも僕は、良いのでないかと思いますので、是非、あわら市もお聞

きによると坂井市についで飲酒運転は、ワースト４に入っているというようなこと

もちょっと聞いていますので、交通事故も含めまして、抑制も含めまして、是非、

あわらというところは、本当に安全で安心で交通事故が少ない、そういう街に先程

も言いますけども、市長が先頭になって、そういう意識でやっていただきたいと思

います。質問を終わります。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、午後は１時１０分、再開をいたし

ます。 

（午後 12時 17 分） 

 

○議長（東川継央君） 再開します。 

（午後１時 10分） 

 

◇石田則一君 

○議長（東川継央君） 続きまして通告順に従い、１１番、石田則一君の一般質問を許 

可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １１番、石田則一君 

○11 番（石田則一君） １１番、石田、市政会でございます。私も齢を重ねております

し、また性質もこんなんですで、簡単にお願いしますので回答の方も簡単でいいで

すからひとつよろしくお願いします。 

   まず、中学校の整備事業についてでございますが、先般、芦原中学校の耐震診断

の速報値が公表されました。これにつきまして、議会とも議論を重ねていかなけれ

ばいけないというような雰囲気がございましたけれども、その辺について先ず、市

長は、どうお考えになっているのか市長のご意見をひとつお伺いしたいと思います

んでよろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 石田議員のご質問にお答えをいたします。 

中学校の整備方針につきましては、先般、２月の市議会臨時会におきまして、芦

原中学校の大規模改修及び金津中学校の改修により「２校存続」の決定をいただき

ました。 

この決定を受け、早速、芦原中学校の耐震診断を実施し、校舎２棟はＤランク、

図書館棟はＡランク、屋内運動場及び技術棟はＥランクとの判定で、その補強にか
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かる概算補強工事費は、４億４,３００万円との中間報告を受けております。 

議員お尋ねの「今後議論を進めるにあたり市長の考えは」とのご質問であります

が、私は、学校は、生徒にとって「学びの場」であるとともに、１日の３分の１を

過ごす「生活の場」であると認識しております。併せて、「地域の生涯学習の場」、

「地域の防災拠点」として施設整備を進めなければならないと考えております。 

具体的には、耐震性の確保はもとより、バリアフリー対策、多様化する教育への

対応、地域に開かれた学校などを創らなければならないと考えております。 

このため、議員の皆様とともに、あらゆる角度から検討・協議を行い、整備方針

を決定して参りたいと考えております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １１番、石田則一君 

○11 番（石田則一君） ただ今、市長の方から明解なご返答いただきましたけれども、

私は、今ここに立ちましたのは、芦原中学校に関してのご質問をしているんであっ

て、芦原中学がＥランクが体育館がＥランクだと後は、Ｄランクだというようにな

っておりますが、先般の６月の２日ですか、新聞の記者会見によって市長が何か意

見を述べておられます。これは、私ここへ持ってきておりますけれども、体育館が

予想以上に悪かったと体育館は、天井が低く、市教育委員会が建て替えを希望して

いるということもあるというような云々というようなことで出ておりました。これ

は、ただメディアがこういうふうに書いたのかどうかはしれませんけども、この新

聞記事を読みまして私は、勿論のこと市民の多くの人たちが何かそこに市長は、体

育館を建て替えるというようなニュアンスというんですかフィ－リングというん

か、そういうものが含んでいるんじゃないかというような懸念を多くの人が持ちま

して、私の方へも問い合わせがございました。私は、今言いますのは、先程の同僚

議員の質問にもございましたように、改装についてもお話はテーブルを別にしなき

ゃならないと、今は、補強が大事だと、まず補強だと、これを第一にしていかなき

ゃならないと、議会でもって議論を進めると言いますけれども、市長は何を議論す

るのかとういうように私も懸念を持ちました。改装については、テーブルを別にし

て、また考えるべきで、今は耐震補強、補強を先ず、第一にするということを中心

に考えていただきたいと思います。余談になるかもしれませんが、今日は、６月で

ございます。ちょうど、福井震災の６０年の６月でございます。これは、私みたい

な齢を踏んでいるものにしかわからないかもしれませんけども４時１５分ですか、

「ドーン」という爆弾を落としたような地響きとともに、一瞬にして家は壊れてし

まったと勿論、ここにも建っております、この庁舎、これは、２３年頃には、安本

という繊維工業やったんです。これも、勿論、全壊するし、私の家なども全部、全

壊してしまいまして、私の家なんかでも６人が下敷きになって２人が死んでおりま

す。そうして、この辺、一面全部潰れてしまったんです。これは、この地震の恐ろ

しさというのは、体験したものには、特に感じるというですか、また、この学校問

題、中学校にいたしましても昭和２２年ですか義務教育が発足いたしまして２２年
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には、校舎がなくて一部、小学校で勉強し２年生から新しい学校をというので、金

津町が今の中央公民館のあそこへ一棟だけ平屋建てのを建てたんです。それが、４

月に開校して６月２８日には、完全に倒れてしまっていると、こういう痛ましい、

現に体験してきて私達は、この地震の恐ろしさというものを本当に身にしみていま

す。だから、今、改装するのに議論を重ねて予算をみるというんじゃなくして、こ

こに耐震診断が出ております。市長の記者会見の中に予想以上に悪いっていうよな

ことを言っておられましてが、私は、この速報値を見て予想以上に良かったなと芦

原の市民の方々達は、一時はもう明日にでも潰れるとういうような表現をしておら

れたけれども、これで見ますと、構造耐震指標というですか、これが０.３が一応、

国として認めてるんですね、これは、０.３というのは、芦原のこれによると渡り

廊下の一部がＸ方向ですか、０.２３というのがありますが、それ以上は、全部、

構造耐震指標を上回っております。だから、当然、先程の同僚の質問に市長もおっ

しゃいましたが補強改修は可能なんだと、だから、建て替える考えは無いんだろう

と私は、思いますけどもここで、市民の皆さんは、この芦原中学校の耐震診断、こ

の結果は、私らだけじゃなくて市民の皆さんも大変、望んでおったんです。いろい

ろと２年間に渡ってこの問題につきまして、いろいろ議論をされており、また、大

変な、エネルギーを使って、我々は、ここに到達したと、初めて耐震診断速報値が

出たとこの速報は、次に来る決定とあんまり数字が変わらないというんでこれは、

それで良いなと、それで、この診断の結果を見て我々が思っていた以上に良い結果

であったとこれが悪いとするならば、芦原小学校にしても東小学校ですか、これら

も相当悪い、これとよく似た数字が出ている、それならば、新築するかあるいは、

改装にもっと金を賭けなければならない、小学校の方は耐震診断、そのままで過ご

しておいて、今、芦原中学校にして今度、議会で改装も考えて検討するんだという

ようなことを言っておられましてけどもこれは、片手落ちではないだろうかと、今

は、何しろ補強、改装よりも補強を先ず、第一にしてそれから、次のテーブルで改

装というものを考えていったらいいんじゃないだろうかなというふうに思ってお

ります。その辺で市長のご見解をひとつ、率直な、簡単でいいですからひとつお願

いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 答弁は簡単にというようにおっしゃいましたけども少し長くな

るかもしれませんがお許しいただきたいと思います。 

   先ず、今、石田議員もご指摘になったように長い年月とですね大変なエネルギー

を懸けて現在に至ったわけですが、振り返ってみますと結果的にみますとやはり、

金津中学校も芦原中学校も耐震診断をしてその科学的なデータを得た上では、どの

ような整備があるのかということを議会、理事者が一緒になって行政的あるいは、

政治的な価値判断を加えて行くということに至ったのではないのかというように

思います。そういう意味では、いろいろ紆余曲折ありましたけども極めて順当な手
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続きを全体としては踏んできたのではないかなと、私は、今そういうふうに感じて

おります。そこで、先ず、中間報告を受けての私のコメントが記事になってという

ことでございますけども、正確にお願いをしたいんですが、あの時、私が取材に応

じましたときには、思ったよりも悪かったとは申し上げておりません。当初、私達

が想像していたのは、むしろ校舎の方が悪くてですね、体育館の方が良いんではな

いのかなと想像をしておりましたがその結果が思っていたのとは、反対になったと

いうことでありまして、全体として想定していたよりも判定が悪かったというふう

に私は、申し上げておりませんので、そこは、先ず、ご確認をいただいたいと思い

ます。それから、体育館のことにつきましては、従来から教育委員会の方からも体

育館そのものとして機能としてですね、不備がちょっとあると天井の高さ等々にお

いてもあると、あるいは、トイレがないというようなこともあって、これは何とか

していたいという話がこれは、ありましてのでＥ判定という結果を見ますとですね、

これは、体育館については、改築、建て替えということも議論になるのではないか

というふうに私はそのように答えております。新聞の表現と言うのは、なかなか、

実際と話した言葉と多少、ニュアンスが違って書かれることがあります。これは、

議員が取材に答えられた時もやはり、同じような印象を持っておられるんでないか

と思いますが、そこのところは、先ず、きちんとご理解いただきたいというふうに

思います。それで、今後の整備の方針についてですけれども、今程の石田議員のご

発言をお聞きしますと石田議員は、中学校についても耐震のみで今、済ませるべき

ではないかとそのように聞こえたわけですけどもこれはですね、ちょっと今までの

それこそ長い年月やエネルギーをかけて議会と理事者が共に得てきた現状までの

結果から行きますとちょっと私は、無理があるのではないのかなという気がいたし

ております。議会が先だって決定をされたのは、芦原中学校は大規模改修でありま

す。尚且つ、その提案理由のなかでは、一部改築も認めるという趣旨の内容であり

ましたので、むしろ今、私が申し上げたような方向の方がですね、議会のご意志に

も沿うのではないかなというふうに思っております。もし、石田議員が今は、早急

に耐震のみを行ってまず、安全の確保を図るべきだということになりますとこれは、

むしろ、前回の議会の決定と少しずれるのではないと、場合によっては、新市建設

計画も再度直さなければならないのではないかと、そんな気をするわけです。私は、

あくまでも、議会の決定に沿ったその範囲のなかで精一杯のことを子供達のために

してあげたい。これは、おそらく、議員の多くの皆様方も同じように考えておられ

るのではないのかなというふうに感じております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １１番、石田則一君 

○11 番（石田則一君） 今、市長の答弁がございましたけどもこれは、２月の議会でも

って、臨時議会でもって、私、ここに控えを持ってきておりますけども議案第６号

新市計画の変更についてに対する修正案というので議案６号新市建設計画の変更

についての一部を次のとおり修正するとカッコ１の表のなか芦原中学校改修事業
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を芦原中学校大規模改修に事業と改めると大規模改修という改めるということは、

私も承知しております。ここに、新築問題が一言、文言が出てきましたけれどもこ

れは、もし、耐震の結果、一部、部分的に改修しなければならないところは、これ

は、止むを得んというのは、私は、理解しておりました。だから、大規模改修事業

というふうに銘打ってありますのでその大改修のなかに改修っていう意味は、私は、

含まれていないんじゃないだろうかと部分的な、今、渡り廊下が確か０．２３なん

ですね。これらは、部分的に悪ければ、そこは、壊して改修しても良いと改築して

も良いというふうに私達は理解しておりましたけども体育館そのもの、校舎そのも

のを改築するとそれは、私の間違いかもしれませけれども見解に相違があるんじゃ

ないだろうかというふうに思っております。先ず、何はともあれ、補強というのは、

先ず、この耐震の結果は、補強が目的でございます。改修とか改善とかそういうも

のはその次に出てくる問題であって、先程も申しましたように地震後６０年も経っ

ております。この震源地は、丸岡のこの近くの末政だと言われております。もう６

０年するともうそろそろ忘れる頃に災害はやってくるというようにもう、私は、今

からその備えをしていても憂いは残らないじゃないだろうかというふうに思って

おります。どうかその辺を市長と私の見解の相違が多少あるのは、これは、止む得

んとしていろいろと考えてのなかで、先ず、第一に補強の概算要求まで出ているん

だから補強金額が全部で４４,３００万円ですか、こういう大きな金が出ています。

先ず、補強を優先的に考えていただきたい。そうして、この問題について、議会と

議論を進めていきたいというような新聞記事が出ておりました。だけど私は、もう

議会で何を検討するのかと修正案なら別だと、いち早く、９月までに正式な診断結

果が出て市会と整備方針の調整をつけたいと、これはもう、私は、改修は別にして

先ず、補強を急いでほしいと補強のついでに同じ金額で改修ができるところがある

んならば、別なんですけでども、一応は、基本としては補強だと、それは、１日で

も早く、急いで欲しいと思います。私は、性質もそうですが、年もいってるしそう

しつこく質問はいたしませんけれどもその辺は、ひとつ市長、よろしくお願いしま

す。今日のこの答弁を市民の多くの人たちも聞いております。確かに私は、関心の

ない千人の方よりも５人か６人でもいい本当に関心のある人のそれに答えってや

っていただきとそういうふうに思っております。これで、質問を終わります。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 石田議員が０.３という数字を言われましたけれど、ＩＳ値で

すけど、それ以下の建物というと非常に少なくなってまいりまして、他の市町村で

行っている耐震につきましてもですね、０.３以上のもの全てを耐震をしておりま

す。０.３以下となるとごくごく限られたものでしかございませんので、今のＥ判

定ですねについては、他の自治体もですね、耐震補強工事をやっていくというふう

に思います。この０.３でくぎるということは、これは、やはり現実的ではないと

これは、返って危険な校舎を残すというふうに思いますで、この０.３にはこだわ
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らないほうがよろしいのではないかと、先ず思います。 

   それから、今の石田議員のお話ですといつ地震が起きるやもしれない、従ってな

るべく早急に耐震をやるべきだとしかしながら、そのためには、改修について議論

を始めると時間がかかるから今は、耐震のみをやるべきではないかと、今回の例で

いきますと約４億８,０００万円程度で済むのだからそれだけでやるべきではない

かとそれが、市民の声であるというふうに今、お聞きをしたわけですけども、それ

こそですね、何のためにこれだけ長い期間をかけて議論をしてきたのかと大変、私

は、それは、疑問に思います。今までの議論で集約されてきたことを考えれば、耐

震診断の結果に基づいて芦原中学校については、改修も含める。しかも、それは、

大改修であるというのが議会の決定でですし、我々もそれを了解いたしております。

どうように今、石田議員は、芦原中学校についてのみ述べるともおっしゃいました

けども、金津中学校でもまったく同じでありまして、金津中学校の校舎は、Ｃであ

ります。しかしながら、これは、この際、改修も加えようということで金津中学校

は、改修工事というふうに議会もお認めになったわけであります。ここで、今、石

田議員がおっしゃるようなことを議論し始めますとですね、これは、議員個人のお

考えとしては、当然かもしれませんけれども、これは、明らかに議論へ戻してしま

う。返って、時間がかかってしまうではないかと思います。議会が示された修正案

の内容につきましては、それこそ、修正案を出された議会の側にその内容について

の見解があるわけでありまして、一般的に修正案をみるかがぎりではですね。芦原

中学校についても耐震のみではなくて大規模な改修を行うべき場合によっては、改

築もあり得るというこれは、素直な解釈としては、そう受け止められると思います。

私は、大変、失礼ながら石田議員が個人的なお考えが議会全体お考えだとは、私は

到底思えません。以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １１番､石田則一君 

○11 番（石田則一君） 今の市長の答弁を聞いて私も私が議会を代表しての意見だなん

ては思っておりません。あくまでも、私の主観でございます。しかし、この今、全

国的に耐震診断がやかましく言われている。これは、何を指すかというと補強を早

くせよというのが第１の問題だろうと思います。その改修とか、そういうなのは、

第２の問題であって先ず、目的は、補強が大事だとこれは、０.３にこだわるなと

言っておられますけどもこれは、大規模地震の倒壊の危険が大きいという意味で国

が構造耐震指標というんですか、これを０.３と決めてます。だから、私も専門的

なことはわかりませんけれども０.３以上の場合は、何か補助率もだいぶん、変わ

ると０.３ならば、３分の１が３分の２になるとか２分の１になるとかって変わる

らしいんですね。だけど、０.３以上の場合は、また、補助率が変わるというふう

にも聞いております。私もこういうことは、ぜんぜん素人でわからんのですよ。聞

いてきた話なんですけども、その辺は、０.３にこだわるなと言ってもやはり、こ

れは、大いにこだわる必要があるし、私、個人の勿論、意見です。いろいろと見解




